
















 

 

 

 

 

 

 

 

また、令和５年度以降の減収額については、次の方法により計算。 

・ 法人事業税（所得割）は、特別償却適用額に税率（0.033）を乗じて計算。 

・ 特別法人事業税は、法人事業税（所得割）の減収見込み額に税率（0.776）を乗じて計算。 

・ 法人事業税（付加価値割）は、特別償却適用額に税率（0.007）を乗じて計算。 

その結果は下記のとおり。 

令和５年度 13.98 億円 

法人事業税（所得割） ：212.97 億円 × 0.033 ＝  7.03 億円 

特別法人事業税    ： 7.03 億円 × 0.776 ＝  5.46 億円 

法人事業税（付加価値割） ：212.97 億円 × 0.007 ＝  1.49 億円 

令和６年度  16.40 億円 

法人事業税（所得割） ：250.14 億円 × 0.033 ＝  8.25 億円 

特別法人事業税    ： 8.25 億円 × 0.776 ＝  6.40 億円 

法人事業税（付加価値割） ：250.14 億円 × 0.007 ＝  1.75 億円 

R３ 

単体 
特別償却 1,437,867 564,563 

2,227,398 
税額控除     

連結 
特別償却 148,397 76,571 

税額控除     

R４ 

単体 
特別償却 1,472,924 583,129 

2,087,055 
税額控除     

連結 
特別償却 22,629 8,373 

税額控除     























 

リスクテイクが乏しくなっている。また、世界的なカーボンニュートラル

の流れを受けて、石油・天然ガスに関する供給国の政策予見性の

低下等が生じている。こうした中、ウクライナ危機によって世界の供

給余力は減少した。我が国においても、燃料価格や電気料金等の

高騰、これらに伴う物価高騰など大きな影響を受けた。これらによ

り、エネルギー・セキュリティの重要性が再認識されたところ。 

2024 年 6 月に開催された G7 プーリア首脳サミットにおいても、世

界の天然ガス・LNG 需給は引き続きタイトである中、天然ガス・LNG

の重要性や、将来的な天然ガス・LNG 不足への対応にはガスへの

投資が適切であることが認識されている。 

我が国においても、いかなる情勢変化へ柔軟に対応するための

基盤をより強固なものとするため、石油・天然ガスの権益取得や調

達先の多角化を進め、自主開発比率を可能な限り高めていくことが

これまで以上に重要となっている。 

また、金属鉱物についても、2050 年カーボンニュートラル実現に

向けて、あらゆる工業製品の原材料として、国民生活及び経済活動

を支える重要な資源であるが、同様にほぼ全量を海外からの輸入に

依存していることや、国際市況の不安定化、探鉱開発プロジェクトの

奥地化・深部化、資源国におけるナショナリズムの高まり等によるサ

プライチェーンの脆弱性に加え、国内外での脱炭素化の動きに伴う

金属鉱物資源を巡る各国の資源獲得競争が激化するなど、安定供

給確保においてリスクを抱えている。 

エネルギー・資源の自主開発等の推進を通じて、これら課題を克

服し、我が国の石油・天然ガス及び金属鉱物資源等の長期的かつ

持続的な安定供給を維持・確保する。 

《政策目的の根拠》 

○経済財政運営と改革の基本方針 2024（令和 6 年 6 月 21 日閣議決
定） 
第 2 章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 
3.投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応 
(2)ＧＸ・エネルギー安全保障 

エネルギー安全保障については、ロシアのウクライナ侵略や不安
定な中東地域による資源・エネルギー情勢の複雑かつ不透明さに対
応するため、強靱なエネルギー需給構造への転換を進める。需要サ
イドにおいては、徹底した省エネルギーを進めるとともに、供給サイド
においては、自給率向上に貢献し脱炭素効果の大きい再生可能エネ
ルギー、原子力の電源を最大限活用する。石油・天然ガス、銅やレア
メタル等の重要鉱物の安定供給を確保するため、同志国等との協調
を含めた資源外交を進めるとともに、海外での上流開発を始めとする
サプライチェーンの強靱化を促進する。戦略的に余剰 LNG を確保す
る。国産海洋資源の確保に向け、メタンハイドレート、海底熱水鉱床、
レアアース泥等の技術開発に取り組む。 

 
○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 改訂版（令
和 6 年 6 月 21 日閣議決定） 
VI.ＧＸ・エネルギー・食料安全保障 
1.ＧＸ・エネルギー 
（2）強靱なエネルギー需給構造への転換と脱炭素電源の拡大 
①複雑かつ不透明なエネルギー情勢への対応  



 

エネルギー分野では、ロシアのウクライナ侵略や不安定な中東地
域の資源・エネルギー情勢の複雑さ及び不透明さに対応するため、
強靱なエネルギー需給構造への転換を進める。需要サイドにおい
て、徹底した省エネルギーを進めるとともに、供給サイドにおいて、
自給率の向上に寄与し脱炭素効果の大きい再生可能エネルギー、
原子力の電源を最大限活用する。石油・天然ガス、銅やレアメタル
等の重要鉱物の安定供給を確保するため、同志国等との協調を含
めた資源外交を進めるとともに、海外での上流開発を促進するほ
か、戦略的に余剰 LNG を確保する。国産海洋資源の確保に向け、
メタンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアース泥等の技術開発に取 
り組む。 

 
○G7 プーリア首脳コミュニケ（2024 年 6 月 14 日）（仮訳） 
＜エネルギー、気候、環境＞ 

ロシアのエネルギーへの依存のフェーズアウトを加速するという例
外的な状況において、明確に規定される国の状況を条件に、例えば
低炭素及び再生可能な水素の開発のための国家戦略にプロジェク
トが統合されることを確保することにより、ロックイン効果を創出する
ことなく我々の気候目標と整合的な方法で実施されるならば、ガス部
門への公的に支援された投資は、一時的な対応として適切であり得
る。 

 
○GX 実現に向けた基本方針（令和 5 年 2 月 10 日閣議決定） 
2.エネルギー安定供給の確保を大前提とした GX に向けた脱炭素の取
組 
（2）今後の対応 

6) 資源確保 に向けた資源外交 など国の関与の強化 
ロシアによるウクライナ侵略を契機に世界の LNG 供給余力がより

減少するなど、世界の資源・エネルギー情勢がより複雑かつ不透明
となる中、資源の大部分を海外に依存する我が国においては、化石
燃料と金属鉱物資源等の安定供給確保のため、国が前面に立って
資源外交を行う必要がある。 

 
○エネルギー基本計画（令和 3 年 10 月 22 日閣議決定） 
5.2050 年を見据えた 2030 年に向けた政策対応 
（9）エネルギー安定供給とカーボンニュートラル時代を見据えたエネル

ギー・鉱物資源確保の推進 
カーボンニュートラルへの道筋に様々な不確実性が存在する状況

においても、エネルギー・セキュリティの確保に関しては一切の妥協
は許されず、必要なエネルギー・資源を安定的に確保し続けること
が国家の責務である。昨今の中東情勢の変化や新興国の需要拡
大、シーレーンの不安定化、戦略物資を巡る国際的な緊張の高まり
等も踏まえると、石油・天然ガスや金属鉱物資源等の海外権益獲得
や国内資源開発を通じた安定供給確保は、国民生活及び経済活動
の観点から重要であり、引き続き確実に達成する必要がある。 
こうした状況を踏まえ、①足下で必要な石油・天然ガス等の更なる

安定的な確保、②電化等で需要が拡大するレアメタル等の金属鉱
物資源の更なる安定的な確保、③脱炭素燃料・技術の導入・拡大に
ついて、資源・燃料政策として一体的に捉え、我が国が資源・エネル
ギーの安定供給に万全を期しつつ、カーボンニュートラルへの円滑
な移行を実現するための包括的な政策を推進する。 

 
②石油・天然ガス等の自主開発の更なる推進 
石油・天然ガスのほぼ全量を輸入に依存する我が国は、輸入依

存度が高いことによる調達における交渉力の限界や、中東情勢等
により影響を受けやすいという構造的課題を抱えている。こうした中
で、石油・天然ガスの安定供給確保のためには、我が国企業が直接
その開発・生産に携わる海外の上流権益確保と国内資源開発を通



 

じた自主開発を進めることが極めて重要である。そのため、我が国と
して、内閣総理大臣を筆頭とした資源外交や JOGMEC によるリスク
マネー供給等を通じて、我が国企業による自主開発を推進してき
た。 
一方、新型コロナウイルス感染拡大に端を発した油価低迷による

上流投資の減少、中東情勢の不安定化や南シナ海・東シナ海での
緊張の高まりに伴うシーレーンリスクの高まり、さらには 2020 年 10
月の 2050 年カーボンニュートラル宣言や 2021 年 4 月の 2030 年度
の新たな温室効果ガス排出削減目標の表明など、石油・天然ガスを
取り巻く国内外の情勢は大きく変化した。 
こうした中にあっても、石油・天然ガスの安定供給確保の重要性

は全く変わるものではなく、むしろ、いかなる情勢変化にも柔軟に対
応するための基盤として、世界的な環境意識の高まりも踏まえつ
つ、自主開発比率を可能な限り高めることの重要性が一層増してい
る。このため、石油・天然ガスの安定供給確保に向けて、引き続き資
源外交の推進や JOGMECによるリスクマネーの供給等により、自主
開発を推進し、石油・天然ガスの自主開発比率（ 2019 年度は
34.7％）を 2030年に 50％以上、2040年には 60％以上に引き上げる
ことを目指す。 

 
⑥鉱物資源の確保 
鉱物資源は、あらゆる工業製品の原材料として、国民生活及び経

済活動を支える重要な資源であり、カーボンニュートラルに向けて需
要の増加が見込まれる再生可能エネルギー関連機器や電動車等
の製造に不可欠である。特に、エネルギーの有効利用の鍵となる蓄
電池、モーター、半導体等の製造には、銅やレアメタル等の鉱物資
源の安定的な供給確保が欠かせない。他方、鉱物資源は、鉱種ごと
に埋蔵・生産地の偏在性、中流工程の寡占度、価格安定性等の状
況が異なり、上流の鉱山開発から下流の最終製品化までに多様な
供給リスクが存在している。 
これまで国は、JOGMEC を通じた海外権益確保へのリスクマネー

供給や資源探査等を通じて、我が国企業による鉱物資源の安定的
な供給確保を支援してきた。他方、資源ナショナリズムの高まりや開
発条件の悪化等により、資源開発リスクは引き続き上昇傾向にあ
る。また、一部のレアメタルについては、上流のみならず中流工程に
ついても特定国による寡占化が進みつつあるという課題もある。この
ため、引き続き JOGMEC を通じた継続的な資源探査や開発に係る
正確な情報の収集・発信等に取り組みつつ、特に需要の急増が見
込まれ、供給途絶が懸念される鉱種については、リスクマネー支援
を強化する。 
国内非鉄製錬所は、鉱物資源のサプライチェーンの要として、高

品質な金属地金供給、鉱石等の副産物であるレアメタル回収、使用
済製品のリサイクルによる資源循環等の重要な機能を担っている。
他方、鉱石等の品位の低下や新興国の需要拡大に伴う国際的な競
争激化等を背景として、非鉄製錬所を取り巻く環境は厳しい状況と
なっている。このため、国内製錬所における鉱石等の調達リスクや
需要の急激な変動リスク等を低減するための支援を強化することに
より、特定国に依存しない強靭なサプライチェーンの構築に取り組
む。また、各非鉄製錬所の得意分野を活かしたリサイクル資源の最
大限の活用、製錬等のプロセス改善・技術開発による回収率向上、
企業間連携・設備導入等による生産性向上等のための投資を促進
していく。さらに、海外からの供給リスクを大きく低減するため、レアメ
タルの使用量低減技術やその機能を代替する新材料開発に向けた
取組の更なる支援を行う。 
レアメタルの短期的な供給途絶対策である備蓄制度については、

需要家のニーズの変化や鉱種ごとの供給動向等も踏まえ、必要な
備蓄量を確保するとともに、備蓄鉱種を柔軟に入れ替えるなど、機
動的な対応が可能となるよう、不断に制度の改善を行っていく。 















































 

○中小企業の１社あたり売上高の推移 

 

資料：財務省「法人企業統計」を再編加工 

 

 

○資金繰り DI の推移 

資料：中小企業白書 2024 第 1－3－6 図「資金繰り DI の推移（企業

規模別）」 

 

 

 

 

 





























 

 
 

値に、法人事業税の減収見込額に外形外法人のみ適用される場合の

地方法人特別税の税率（令和元年度は 43.2％、令和 2 年度以降は

37％）をかけて算出した数値を合計して算出。 

 

○見込み 

●法人税 

特別償却 

令和 6 年度：272 億円 

令和 7 年度：271 億円 

令和 8 年度：270 億円 

 

税額控除 

令和 6 年度：189 億円 

令和 7 年度：189 億円 

令和 8 年度：189 億円 

※上記①適用数と同様に、令和 4 年度と同程度の実績を見込んで算

出。 

 

●法人住民税 

特別償却 

令和 6 年度：19 億円 

令和 7 年度：19 億円 

令和 8 年度：19 億円 

 

税額控除 

令和 6 年度：13 億円 

令和 7 年度：13 億円 

令和 8 年度：13 億円 

 

※実績と同様に算出。 

 

●法人事業税 

特別償却 

令和 6 年度：52 億円 

令和 7 年度：52 億円 

令和 8 年度：52 億円 

 

※実績と同様に算出。 

  



















 

 

※特別償却による所得減少見込額に外形外法人のみ適用される場合

の法人事業税率（6.7％、令和 2 年度以降は 7％）をかけて算出した数

値に、法人事業税の減収見込額に外形外法人のみ適用される場合の

地方法人特別税の税率（令和元年度は 43.2％、令和 2 年度以降は

37％）をかけて算出した数値を合計して算出。 

 

○見込み 

●法人税 

特別償却 

令和 6 年度：768 億円 

令和 7 年度：766 億円 

令和 8 年度：764 億円 

 

税額控除 

令和 6 年度：120 億円 

令和 7 年度：120 億円 

令和 8 年度：120 億円 

※上記①適用数と同様に、令和 4 年度と同程度の実績を見込んで算

出。 

 

●法人住民税 

特別償却 

令和 6 年度： 54 億円 

令和 7 年度： 54 億円 

令和 8 年度： 54 億円 

 

税額控除 

令和 6 年度： 8 億円 

令和 7 年度： 8 億円 

令和 8 年度： 8 億円 

 

※実績と同様に算出。 

 

●法人事業税 

特別償却 

令和 6 年度：479 億円 

令和 7 年度：477 億円 

令和 8 年度：477 億円 

 

※実績と同様に算出。 

  







 

【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例措置の延長等  

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義）（国税２７） 

（法人住民税：義）（自動連動）（地方税３２） 

② 上記以外の

税目 

（事業所税：外） 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

１．対象地域：沖縄県全域 

２．税制優遇措置 

（１） 国税 

〇投資税額控除 （法人税） 

・対象施設の新・増設に係る設備の取得価額が 1,000 万円超の

場合、一定割合（機械・装置：15％、建物及び建物附属設備

等：８％）を法人税額から控除。 

・法人税額の 20％限度（繰越税額控除４年）、取得価額の上限

20 億円。 

・対象となる建物附属設備等は、建物と同時取得したものに限

られる。 

・対象施設（各施設の要件は租税特別措置法施行規則等で規

定） 

①スポーツ・レクリエーション施設 

②教養文化施設 

③休養施設（宿泊施設に附属する温泉保養施設・国際健康管

理増進施設を含む） 

④集会施設（宿泊施設に附属する会議場施設・研修施設を含

む） 

⑤政令で定める要件を備え沖縄県知事が指定する販売施設 

（２）地方税 

〇法人住民税 

・上記の法人税負担の軽減と同様の効果を適用する（自動連

動）。 

〇事業所税 

・那覇市で新設された特定民間観光関連施設について、新設の 

日から５年間に限り、事業所税の資産割の課税標準を２分の 

１控除する。 

《要望の内容》 

沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）の規定に基づく観光

地形成促進地域における課税の特例について、措置内容を以下のと

おり変更の上、適用期限（令和７年３月 31 日）を２年間延長し、令和９

年３月 31 日までとする。 



 

 

○ 認定事業者が特定民間観光関連施設の新設又は増設に伴い、器

具・備品を取得した場合を課税の特例措置の適用対象に追加する。 

○ 適正化を図るため措置実施計画の期間等について所要の整備

を行う。  

 

 

《関係条項》 

沖縄振興特別措置法第８条、第９条 

租税特別措置法第 42 条の９ 

租税特別措置法施行令第 27 条の９ 

租税特別措置法施行規則第 20 条の４ 

地方税法第 23 条第１項第３号、第 292 条第１項第 3 号 

地方税法附則 第 33 条第１項 

5 担当部局 経済産業政策局 地域産業基盤整備課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和６年８月 

分析対象期間：令和３年度～令和８年度              

7 創設年度及び改正経緯 平成 10 年度  観光振興地域制度を創設 

平成 14 年度 観光振興地域制度に係る地域指定要件及び対象施設

要件の緩和 

平成 19 年度  観光振興地域制度に係る対象施設の拡充（対象施設

である教養文化施設に文化紹介体験施設を追加） 

平成 24 年度  観光振興地域制度を廃止し、観光地形成促進地域制

度を創設 

平成 26 年度  観光地形成促進地域制度に係る対象施設の拡充 

（宿泊施設内の観光関連施設を追加）及び対象施設の床面積等に係

る要件を緩和 

平成 29 年度 観光地形成促進地域制度に係る対象施設から９施設を

除外（野球場、陸上競技場、蹴球場、スキー場、体育館、釣り場、遊漁

船等利用施設、遊覧船発着場及び図書館） 

令和元年度   ２年間延長 

令和３年度  １年間延長 

令和４年度  ３年間延長等(県知事認定・主務大臣の確認制度導入、

対象となる特定民間観光施設の見直し) 

8 適用又は延長期間 令和７年４月１日から令和９年３月 31 日までの２年間 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

国内外からの観光客の誘客、観光資源の持続的利用、観光の高

付加価値化等を通じた観光産業の一層の振興により、沖縄の自立

型経済の発展を目指す。 

《政策目的の根拠》 

○経済財政運営と改革の基本方針 2024 について（令和６年６月

21 日閣議決定） 

個性をいかした地域づくりに向け、沖縄振興・北海道開発

と、過疎地域や半島、離島、奄美、小笠原、豪雪地帯等の条件

不利地域対策に取り組む。強い沖縄経済の実現に向けた観光の

質向上や脱炭素化、沖縄科学技術大学院大学の起業支援等の産



 

業振興、北部・離島等の定住環境整備、普天間返還も見据えた

基地跡地の先行取得と那覇空港等との一体的な利用、教育・医

療・福祉が融合したこどもの貧困対策・Well-being 拠点設置に

向けた取組、平和学習の充実等の沖縄振興策を国家戦略として

総合的に推進する。 

 

〇沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄

振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興

計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることによ

り、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を

図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊か

な住民生活の実現に寄与することを目的とする。 

第三章 産業の振興のための特別措置 

（観光地形成促進計画の作成等） 

第六条 沖縄県知事は、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資

する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画

（以下「観光地形成促進計画」という。）を定めることができ

る。 

２ 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項について定めるもの

とする。 

一 計画期間 

二 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争

力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定め

る要件を備えている地域（以下「観光地形成促進地域」とい

う。）の区域 

三 高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため沖縄県が

観光地形成促進地域において実施しようとする観光関連施設

（スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養

施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。第十条にお

いて同じ。）の整備の促進を図るための措置、公共施設の整

備その他の措置の内容 

３～８ （略） 

（課税の特例） 

第八条 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地

域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って

特定民間観光関連施設（スポーツ若しくはレクリエーション施

設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設

（小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振

興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要

件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するも

のとして沖縄県知事が指定するものに限る。）であって、民間

事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。）

を新設し、又は増設した認定事業者（当該認定事業者が認定観

光地形成促進措置実施計画に従って実施する観光地形成促進措

置が当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資

する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資する

ものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務



 

大臣の確認を受けた者に限る。）が、当該新設又は増設に伴い

新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取

得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置

法（昭和三十二年法律第二十六号）で定めるところにより、課

税の特例の適用があるものとする。 

２  （略） 

（資金の確保等） 

第十条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促

進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施

設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるもの

とする。 

 

〇沖縄振興基本方針（令和４年５月 10 日内閣総理大臣決定） 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関す

る基本的な事項 

（１）観光・リゾート産業 

沖縄のリーディング産業である観光産業の持続的な発展に向

け、より消費単価の高い層の取り込み、地域特産品の開発、多

様化するリピーターの嗜好に対応した効果的なプロモーション

の強化等を通じて、沖縄観光の高付加価値化やブランドイメー

ジの更なる向上による競争力の強化を図る。また、平日の旅行

需要創出が期待できるワーケーション等を推進するなど、観光

需要の平準化を図り、外部環境の変化に強い観光産業の構築を

目指す。さらに、文化・芸能、自然環境等の沖縄独自の地域資

源を活用した滞在型観光の推進や、健康、農業等の他の分野・

産業と観光との連携促進を図るとともに、スポーツ交流拠点の

形成や MICE の誘致・開催を図る。こうした取組を通じて、外

的な変化に強く質・量とも優れた観光産業の構築を目指す。 

あわせて、観光産業の働く場としての魅力を高め、質の高い

沖縄観光を担う人材の円滑な確保を図るとともに、地域の受入

体制や環境にも配慮した持続可能な沖縄観光の実現を目指す。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 
１．経済構造改革の推進及び地域経済の発展 

 

  

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

観光客の一人当たり県内消費額や平均滞在日数の増加へとつな

がるよう、沖縄観光の高付加価値化やブランドイメージの向上を

図るため、本特例措置の活用を通して、魅力的な観光関連施設の

整備を促進する。 

○測定指標 

・特定民間観光関連施設への累計投資額 

・民間観光関連施設数 

 

○目標値 

・特定民間観光関連施設への累計投資額の増加 

令和７年・８年度における特定民間観光関連施設への設備 

投資累計額：31 億 18 百万円 



 

＜算出方法＞ 

平成 24 年度から令和５年度までの設備投資額累計額：17,146

百万円 

年平均設備投資額＝17,146 百万円÷11 年＝1,559 百万円/年 

※令和元年度は取得価額が不明なため除く 

 (1,559 百万円)×２年(R7・R8)＝31 億 18 百万円 

【沖縄県調査を基に算出】 

 

※別途、事業者ヒアリングや沖縄県提供情報により令和７・８

年度に数百億円程度の投資が見込まれる。 

 

・民間観光関連施設の設置数 

令和８年度民間観光関連施設数：304 施設 

＜算出方法＞ 

観光客の多様なニーズに応えることのできる民間観光関連施設

（特定民間観光関連施設（H24 以降に本制度が適用された施設） 

と宿泊施設）の設置数とする。 

特定民間観光関連施設については、令和６年度以降に４施設/

年の適用を目標とする。平成 24 年度以降において、課税年度

の前年度に取得されたと仮定し、不動産取得税の課税免除対象

件数の最高値４件を目標値に採用。 

宿泊施設については、滞在日数の延伸等に寄与できる会議場や

結婚式場などが併設されるリゾートホテル、シティホテルの 11

施設/年の新設を目標とする。平成 27 年度から令和４年度まで

の平均増加数を目標値に採用。 

R5     R8 

施設数  259 施設 ⇒ 304 施設 （+45 施設） 

【沖縄県調査を基に算出】 

 

○達成目標の変更理由 

従前の達成目標は、県知事認定や主務大臣の確認の新規導入を

想定して設定していたが、今回新たに器具・備品を対象に含むよ

う要望を行うことを踏まえ、観光地形成に直接結びつく達成目標

に変更し、本特例措置の有効性等の検証をより適切に行えるよう

にした。 

（参考） 

・従前の達成目標：①県内の対象施設等における事業認定申請率 

         ②事業認定要件で定める基準値の達成状況 

  
《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

沖縄観光の高付加価値化やブランドイメージの向上につながる

魅力的な観光関連施設への投資を促進することで、国内外からの

観光客来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成

を図り、観光産業の一層の振興に寄与し、ひいては沖縄の自立型

経済の発展に寄与する。 

10 有効性

等 

① 適用数 ○過去の適用件数及び将来の適用数（推計値） 

                  単位：件 

年度 法人税 法人住民税 

H28 0 0 



 

H29 1 1 

H30 2 2 

R1 3 3 

R2 1 1 

R3 1 1 

R4 2 2 

R5 3 3 

R6 3 3 

R7 5 5 

R8 4 4 

・法人税（H28 年度～R４年度）は「租税特別措置の適用実態調査

の結果に関する報告書」（財務省）に基づく。R５年度以降は

推計値。 

 （推計方法） 

  R５・６年度：H28 年度から R４年度までの最大値を採用。 

  R７・８年度：H28 年度から R４年度までの最大値に、事業者

ヒアリングや沖縄県提供情報により把握した、

拡充による適用件数（見込）を追加して算出。 

・法人住民税は推計値（自動連動であるため、法人税の適用件数

と同値とした）  
② 適用額 ○過去の適用額及び将来の適用額（推計値） 

            単位：千円 

年度 法人税 法人住民税 

H28 0 0 

H29 2,218 286 

H30 14,557 1,878 

R1 53,088 6,849 

R2 1,066 86 

R3 27,772 1,944 

R4 17,889 1,252 

R5 35,046 2,453 

R6 35,046 2,453 

R7 339.546 23,768 

R8 39,546 2,768 

・法人税（H28 年度～R４年度）は「租税特別措置の適用実態調査

の結果に関する報告書」（財務省）に基づく。R５年度以降は

推計値。 

 （推計方法） 

   R５・６年度は①のみ、R７・８年度は以下①②の合計で算

出。 

① 延長による減収額 

R２～R４の１件当たりの平均減収額（11,682 千円）×各

年度の適用件数（推計値） 

② 拡充による減収額 

   ・R７に 2,000,000 千円を超える設備投資（１件）を行う

見込がある旨を事業者ヒアリングにより把握。 



 

   ・R７に 30,000 千円程度の設備投資（１件）を行う見込が

ある旨を沖縄県提供情報により把握。 

    →R７の拡充による適用件数は２件、減収額は

（2,000,000＋30,000）×0.15＝304,500 千円 

   ・R８に 30,000 千円程度の設備投資（１件）を行う見込が

ある旨を沖縄県提供情報により把握。 

    →R８の拡充による適用件数は１件、減収額は 

30,000×0.15＝4,500 千円 

    ※控除額は取得価額×15％として算出。 

 

・法人住民税（H28 年度～R４年度）は「地方税における税負担軽

減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づく。

R５年度以降は推計値。 

（推計方法） 

投資税額控除の適用推計額に基づき試算（投資税額控除額

×法人住民税の税率（県民税 1％＋市町村民税 6％＝

7％））。 

③ 減収額 ○過去の減収額及び将来の減収額（推計値） 

            単位：千円 

年度 法人税 法人住民税 

H28 0 0 

H29 2,218 286 

H30 14,557 1,878 

R1 53,088 6,849 

R2 1,066 86 

R3 27,772 1,944 

R4 17,889 1,252 

R5 35,046 2,453 

R6 35,046 2,453 

R7 339,546 23,768 

R8 39,546 2,768 

・法人税（H28 年度～R４年度）は「租税特別措置の適用実態調査

の結果に関する報告書」（財務省）に基づく。R５年度以降は

推計値。推計方法は「10.有効性等」の「②適用額」を参照。 

  
④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

○政策目的の達成状況 

  沖縄県への入域観光客数等については、増加傾向に転じつつ

ある。しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響は

外国人観光客中心に根強く残っており、当該影響から立ち直

り、更なる観光産業の振興につなげるべく、観光の高付加価値

化等を引き続き推進する必要がある。 

 

【参考】入域観光客数の内訳 

  

 令和元

年度 

令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 



 

国 内 客

（人） 

6,978,

800 

2,583,

600 

3,274,

300 

6,574,

500 

7,269,

100 

外 国 客

（空路）

（人） 

1,427,

200 

0 0 187,00

0 

952,50

0 

外 国 客

（海路）

（人） 

1,063,

200 

0 0 13,100 311,00

0 

国内客 

構成割合 

（%） 

73.7% 100.0% 100.0% 97.0% 85.2% 

外 国 客

（空路） 

構成割合 

（%） 

15.1% 0.0% 0.0% 2.8% 11.2% 

外 国 客

（海路） 

構成割合 

（%） 

11.2% 0.0% 0.0% 0.2% 3.6% 

（出典） 

令和元年度～令和４年度：令和４年度の観光収入【試算値】

（令和５年８月 24 日沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課） 

令和５年度：令和５年度の観光収入【試算値】（令和６年８月

22 日沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課） 

 

【参考】沖縄の観光の景況判断等 

公表物 作成機関 景況判断等 

県内金融経済概況 

（令和６年６月） 

日本銀行那
覇支店 

観光は、拡大基調にあ
る。 

地域経済動向 

（令和６年２月） 

沖縄 

内閣府 
観 光 は 持 ち 直 し て い
る。 

管内経済情勢報告 

（令和６年４月） 

沖縄総合事
務局財務部 

〔観光〕回復しつつあ
る。 

 

 

○達成目標の実現見込み 

・特定民間観光関連施設への累計投資額の増加 

令和７・８年度における特定民間観光関連施設への設備投資累計

額：31 億 18 百万円 

 

特定民間観光関連施設の設備投資額      単位：百万円 

 R6 R7 R8 

投資額 1,559 1,559 1,559 

 



 

算出方法等については「9．必要性等」の「③達成目標及びその

実現による寄与」を参照。 

※別途、事業者ヒアリングや沖縄県提供情報により令和７・８

年度に数百億円程度の投資が見込まれる。 

 

・民間観光関連施設の設置数 

令和８年度民間観光関連施設数：304 施設 

 

民間観光関連施設数（累計）          単位：施設 

 R6 R7 R8 

民間観光関連施設 274 289 304 

うち、特定民間観光関連施設 

うち、宿泊施設 

29 

245 

33 

256 

37 

267 

 

算出方法等については「9．必要性等」の「③達成目標及びその

実現による寄与」を参照。 

 

 

○所期の達成目標（令和４年度税制改正要望時） 
 ①県内の対象施設等における事業認定申請率：3.4％～3.6％
（令和５年度） 
 

（考え方） 
６件／168 施設＋６件＝3.4％（令和４・５年度の投資が全て新

設の場合） 

６件／168 施設＝3.6%（令和４・５年度の投資が全て増設の場

合） 

※施設数は沖縄県調べによる実績。 

 

②事業認定要件で定める基準値の達成状況 

 ※事業認定要件については、沖縄県知事が定めることとして

いるため（本スキームについては、沖縄振興特別措置法の

改正内容の検討と一体的に検討する）、現時点では未決定

であるが、認定を受けた事業者の基準値達成状況を測定指

標とする。現時点でイメージされる認定基準は以下のとお

り。 

・本税制措置の適用を受けた施設（県産品を販売・活用する事

業を行うものとして事業認定を受けた事業所に限る）の食料

品・工芸品販売事業における県産品の平均売上率：平均 55％ 

・本税制措置の適用を受けた事業所（現金給与額を増額する事

業行うものとして事業認定を受けた事業所に限る）の認定事

業期間中の一人平均月間現金給与総額の認定事業開始前年度

からの平均増加率：1.5％ 

・本税制措置の適用を受けた事業所（付加価値額を向上させる

事業を行うものとして事業認定を受けた事業所に限る）の付

加価値額の認定事業開始前年度から認定事業開始後２年度目

の平均増加率：0.66％（1 年度目 0.33％） 



 

・本税制措置の適用を受けた事業所（労働生産性を向上させる 

事業を行うものとして事業認定を受けた事業所に限る）の労

働生産性の認定事業開始前年度から認定事業開始後２年度目

の平均増加率：0.66％（１年度目 0.33%） 

 

 

○所期の達成目標の達成状況  
 ①１件／173 施設＝0.6％（令和５年度） 

（考え方） 

  令和５年度における事業認定の申請総数÷関係する観光関連

施設数（沖縄県において、増設投資が行われれば本税制措置の対

象施設となり得る可能性のある類似の施設（宿泊施設の併設施設

等税制の適用要件から明らかに外れる施設を除く）として沖縄県

が把握している全 173 施設。 

※施設数は沖縄県調べによる実績。 

 （補足） 

  令和３年度に当評価書を提出した時点では、令和５年度末ま 

での２年延長を要望していたところ、結果的には３年延長とな 

っており、「所期の達成目標」における最終年度と税制の期限 

年度にずれが生じている。目標が未達の理由としては、コロナ

禍の影響で設備投資が低迷していたところ、観光産業は回復傾

向にあるものの、事業者が設備投資に踏み切るまでに一定のタ

イムラグが生じているためと考えられる。詳細は「○適用実績

が僅少な理由」を参照。 

 

 ※②については、主務大臣の確認など事前確認制度を導入する

にあたり、スキームとして検討していた要件を記載したもの。

これらはその時点での認定基準イメージであり、現行制度にお

いては、付加価値額増加率、常用労働者数の維持・増加、給与

増加率といった要件が定められている。①は未達であるが、現

行制度の②の要件を満たす実績があることから、本税制が魅力

ある観光地形成につながる沖縄観光の高付加価値化等に寄与し

たものと考える。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

税負担を軽減することは、観光客に選ばれる施設となるための設

備投資を促す直接的な効果があり、その結果、より幅広く観光客の

ニーズに対応できる観光地の形成が図られ、観光客の滞在日数と

消費額の増加につながることが期待される。 

 

・特定民間観光関連施設への累計投資額の増加見込 

  単位：百万円 

 R6 R7 R8 

投資額 1,559 1,559 1,559 

算出方法等については「9．必要性等」の「③達成目標及び

その実現による寄与」を参照。 

※別途、事業者ヒアリングや沖縄県提供情報により令和７・

８年度に数百億円程度の投資が見込まれる。 

 



 

また、対象施設が投資税額控除の適用を受けるためには、事業

の高付加価値化等を図るものである旨の認定を受ける必要がある

ことから、本税制措置の活用を通じて、沖縄観光の高付加価値化等

を図る特定民間観光関連施設の新増設を促進する直接的な効果が

ある。 

 

・特定民間観光関連施設数（累計）の増加見込 

単位：施設 

 R6 R7 R8 

特定民間観光関連施設 29 33 37 

算出方法等については「9．必要性等」の「③達成目標及びその

実現による寄与」を参照。 

 

〇適用実績が僅少な理由 

令和３年度の目標設定時には、コロナ禍の影響は残るものの

観光産業の回復を見据え一定程度の投資が投下されることを想

定していた。 

しかしながら、沖縄振興開発金融公庫の業務統計年報(７月

公表)によると、例として宿泊業への設備投資の貸出額の推移

は、コロナ禍前の令和元年度には約 72 億円あったものが、令

和２年度には約 14 億円（▲８割減）と大きく落ち込み、令和

３年度から令和５年度においても、約 30 億円と令和元年度の

５割程度の低い水準で推移している。観光客数の増加などを踏

まえ、観光は回復しつつあるとの調査結果が出ている（「10．

有効性等」の「④効果」を参照）が、当該結果を見て事業者が

設備投資に踏み切るまでに一定のタイムラグが生じているもの

と考えられる。 

 

沖縄振興開発金融公庫 宿泊施設(設備)に係る貸付実績 

R 元年度   R２年度   R３年度   R４年度   R５年度  

件数   80 件    53 件    27 件     31 件     47 件 

貸付額 7,249 百万円 1,386 百万円 3,408 百万円 3,099 百万円 3,065 百万円 

【沖縄振興開発金融公庫 業務統計年報より】  
⑤ 税収減を是

認する理由

等 

沖縄県は地理的、歴史的、社会的な特殊事情に起因した不利性

を抱えており、一人当たり県民所得は全国最下位で、こうした沖

縄が有する特殊な諸事情に鑑み沖縄振興策が講じられているとこ

ろである。観光リゾート産業は、本土から遠隔地にある沖縄にお

いて、アジア地域との地理的近接性、亜熱帯という自然的特性等

の沖縄の優位性を発揮することができる重要産業であり、沖縄の

リーディング産業と言われるまでに成長している。 

本税制措置は、こうした観光リゾート産業の振興を図るためのも

のであり、沖縄が高い国際競争力を有する魅力ある観光地に成長

することは、我が国の観光産業の振興にも大きく貢献するもので

あると考えられる。また、経済財政政策と改革の基本方針 2024

（令和６年６月 21 日閣議決定）に定める「強い沖縄経済の実現

に向けた観光の質向上（中略）等の沖縄振興策を国家戦略として

総合的に推進」との方針にも合致するものであり、社会的意義が



 

あり、税収減を是認するものと考える。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

世界から選ばれる持続可能な観光地の形成を促進するため、沖

縄県内全域において多種多様な特定民間観光関連施設を整備する

ことを目的としており、企業に対して効果的にインセンティブを

与え、新たな設備投資を促進する手段としては、対象や時期を限

定した補助金等ではなく、各企業が一定の裁量の元で施設や設備

の投資等に関する経営判断を行うことが出来る特例措置が的確な

手段である。 

 また、本特例措置は沖縄の目指す観光地の形成に資すると判断

される場合に、対象施設に限定して措置を講じていることから、

無差別に適用されることなく必要最小限の措置となっている。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

沖縄観光の振興策としては、沖縄振興特別措置法に基づく一括交

付金等があるが、本税制が対象とする民間事業者による観光関連施

設の新増設に対する支援は行われておらず、本税制措置とは役割が

異なるものである。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本制度は、沖縄県からの要望も踏まえて要望するものであり、国税

に自動連動等する地方税収は減少するものの、本制度の達成目標を

実現することは、沖縄振興に寄与するため沖縄県及び県内市町村が

協力する相当性がある。 

12 有識者の見解  

― 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

令和３年８月（Ｒ３内閣 08） 

 

 



 

【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

沖縄の情報通信産業振興地域・特別地区における課税の特例の延長

等 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義）（国税２８） 

（法人住民税、法人事業税：義）（自動連動）（地方税３４） 

② 上記以外の

税目 

（事業所税：外） 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

１．国税   

（情報通信産業振興地域） 

（１）投資税額控除（法人税） 

ア 対象地域内において情報通信業務用設備を新・増設した

青色申告法人は、当該設備の取得価額に次の割合を乗じ

た金額を法人税額から控除 

・建物及び建物附属設備等の取得価額の合計額が 1,000

万円を超えるもの：８％ 

・機械・装置、特定の器具・備品の取得価額の合計額が

100 万円を超えるもの：15％ 

イ 法人税額の 20％が上限額（繰越４年）、取得価額の上限

額 20 億円 

ウ 建物附属設備は建物本体と同時に取得する場合に限定 

 

（情報通信産業特別地区） 

（２）所得控除（法人税） 

ア 情報通信産業特別地区内で営む特定情報通信事業から得

られた法人所得について、40％に相当する金額を損金の

額に算入（事業認定法人で、法人設立後 10 年間） 

※（１）との選択制。 

 

２．地方税 

（情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区） 

（１）法人住民税及び事業税 

ア 上記の法人税負担の軽減と同様の効果を適用する。 

（自動連動） 

 

（２）事業所税 

ア 那覇市内において 1,000 万円を超える情報通信業務に供

する機械等及び１億円を超える建物等を新・増設した法

人は、当該事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準

の対象床面積のうち、１／２に相当する面積を５年間控

除 

《要望の内容》 

沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）の規定に基づく情報

通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区における課税の特例

について、措置内容を以下のとおり変更の上、適用期限（令和７年３月

31 日）を２年間延長し、令和９年３月 31 日までとする。 



 

【その他】 

適正化を図るため措置実施計画の期間等について所要の整備

を行う。 

 

《関係条項》 

・沖縄振興特別措置法 第 31 条、第 32 条 

・租税特別措置法 第 42 条の 9、第 60 条 

・租税特別措置施行令 第 27 条の 9、第 36 条 

・租税特別措置法施行規則 第 20 条の 4、第 21 条の 17 の 2 

・地方税法 第 23 条第 1 項第 3 号、第 292 条第１項第 3 号、附則第

33 条 

・地方税法施行令 附則第 16 条の 2 の 8 

5 担当部局 経済産業政策局 地域産業基盤整備課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和６年８月 

分析対象期間：平成 30 年度～令和８年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成１０年 

・情報通信産業振興地域の創設  

平成１４年 

・５年間延長 

・情報通信産業特別地区の創設  

平成１９年 

・５年間延長 

・情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除等の延長及

び拡充 

（常時従業員数要件 20 名以上を 10 名以上へ緩和） 

平成２４年 

・５年間延長 

・情報通信産業特別地区の対象地区にうるま地区（うるま市）を追

加。 

・特定情報通信事業にバックアップセンター、セキュリティデータセン

ターを追加 等 

平成２６年 

・地域、地区指定及び事業認定に係る権限の県知事への移譲 

・事業認定に係る常時従業員数要件の緩和（10 人→５人） 

・特定情報通信事業に情報通信機器相互接続検証事業を追加 

・投資税額控除の下限取得価額の引き下げ 

（機械・装置、特定の器具・備品 1,000 万円超→100 万円超） 

平成２９年 

・２年間延長 

平成３１年 

・２年間延長 

令和３年度 

・１年間延長 

令和４年度 

・３年間延長 

・情報通信産業振興地域における対象事業から情報記録物製造業

ほかを廃止 

・情報通信産業特別地区における対象事業として情報システム開発

業ほかを追加し、インターネット・サービス・プロバイダ及びインター



 

ネット・エクスチェンジは廃止 

・課税の特例に係る県知事認定及び主務大臣の確認を導入 

 

8 適用又は延長期間 ２年間（令和７年度～８年度） 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

沖縄の情報通信関連産業は、日本本土との遠隔性やアジアとの近

接性などの沖縄の特性を最大限に活かすことで、観光リゾート産業に

次ぐリーディング産業として今後も成長が期待される分野である。 

本特例措置により県内情報通信関連産業の集積と新たな情報通信

技術の導入に向けた投資を活発化することで、沖縄における情報通信

関連産業の高付加価値化や生産性の向上を図り、もって沖縄におけ

る自立型経済の構築を目指す。 

 

《政策目的の根拠》 

○経済財政運営と改革の基本方針２０２４について（令和６年６月２１

日閣議決定）（沖縄振興に係る部分の抜粋） 

強い沖縄経済の実現に向けた観光の質向上や脱炭素化、沖縄科学

技術大学院大学の起業支援等の産業振興、北部・離島等の定住環境

整備、普天間返還も見据えた基地跡地の先行取得と那覇空港等との

一体的な利用、教育・医療・福祉が融合したこどもの貧困対策・Well-

being 拠点設置に向けた取組、平和学習の充実等の沖縄振興策を国

家戦略として総合的に推進する。 

 

○沖縄の振興について（令和５年１１月１３日沖縄振興審議会）（情報

通信産業に係る部分の抜粋） 

情報通信関連企業の企業数については、情報通信インフラの整備・

拡充や税制特例による企業誘致により、堅調に企業集積が進んでい

るが、今後、商品・サービスの高付加価値化や人材の高度化など、稼

ぐ力の向上に向けた施策の展開の強化が必要である。 

 

〈参考〉 

○沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号） 

（目的）  

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振

興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に

基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自

主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄

の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に

寄与することを目的とする。  

  

（定義）  

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

六 情報通信産業 情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製

造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の

音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるもの

の制作の事業、放送業（有線放送業を含む。）、ソフトウェア業、情報

処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業（インターネ

ットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動



 

であって政令で定めるものを行う業種をいう。）をいう。 

七 特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の電

磁的流通（符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発

信、伝送又は受信をいう。）の円滑化に資する事業、情報処理の高

度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の

向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図るこ

とが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるも

のをいう。 

八 情報通信技術利用事業 情報通信産業以外の業種に属する事業

者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する

情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。  

 

（情報通信産業振興計画の作成等）  

第二十八条 沖縄県知事は、情報通信産業の振興を図るための計画

（以下「情報通信産業振興計画」という。）を定めることができる。  

２ 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものと

する。 

一 略 

二 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を

備えている地域の区域 

三 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業を促進

するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を定める

場合にあっては、その区域 

３～８項 （略） 

 

（情報通信産業特別地区における事業の認定）  

第三十条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特

別地区の区域において設立され、当該区域内において特定情報通

信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有す

るものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上

であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の

認定を受けることができる。 

２～４項 （略） 

 

（課税の特例） 

第三十一条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業

振興地域の区域内において情報通信産業又は情報通信技術利用

事業の用に供する設備を新設し、又は増設した法人が、当該新設又

は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその

附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場

合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用

があるものとする。 

２ 前条第一項の認定を受けた法人の特定情報通信事業に係る所得

については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の

適用があるものとする。 

 

○ 沖縄振興基本方針（令和４年５月１０日 内閣総理大臣決定）  

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向  



 

(1) 沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展  

沖縄を取り巻く社会経済環境を踏まえ、温暖化による地球規模

の気候変動や社会のデジタル化の進展といった時代潮流を的確

に捉えて不利性克服の好機とし、グリーン社会への移行やデジタ

ルトランスフォーメーションを迅速かつ強力に推進することで、持

続可能な形で各分野の沖縄振興の一層の深化を図る必要があ

る。 

  

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項  

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する

基本的な事項  

(2) 情報通信関連産業  

情報通信関連産業は、地理的不利性による影響が比較的小さ

く、大規模災害等のリスク分散の観点からも、沖縄が優位性を発

揮し得る産業分野である。その振興を通じて様々な産業の生産性

向上や沖縄全体のデジタル化の進展に貢献し得ることから、時代

の潮流を踏まえた高度化・多様化を進めることが求められてい

る。 

このため、今後の成長可能性が見込める業種の重点的強化を

図るとともに、高付加価値の商品・サービスの開発、金融を含む

他産業との更なる連携強化、ICT 人材の育成等を促進する。ま

た、デジタル技術の活用推進に向けた情報通信関連事業者への

支援を通じ、情報通信関連産業はもとより、広く県内産業におけ

る DX の推進や AI、IoT、ビッグデータ等の活用促進を図る。 

 

（4） 税制上の特例措置 

沖縄振興特別措置法においては、特区・地域制度に沖縄県知

事による認定や主務大臣による確認の制度等が導入され、企業

の付加価値の増加等を促すとともに、税制の適切な効果把握を

可能とする制度改正が行われた。 

今後とも民間事業者等の自主的取組を後押しし、沖縄の経済

発展や不利性の解消に向けて一層の効果が発現するよう、税制

の具体的な活用状況や成果等を適切に把握するとともに、その

結果に応じて必要な検討や見直しを図る。（以下略） 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 
１．経済構造改革の推進及び地域経済の発展 

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

１ 達成目標 

・県内に新規に立地した情報通信関連企業の増加 

・情報通信関連企業の労働生産性向上 

２ 測定指標（令和８年度末まで） 

・税制を活用した新規立地企業の数 ２社／年 

・税制を活用した企業の労働生産性上昇率 1.2%／年 



 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本制度を通じて、沖縄県内への情報通信関連企業の立地を促進す

るとともに、当該進出企業の事業活動や設備投資を後押しすることで、

沖縄県内における情報通信産業の集積を促進しその高度化に寄与す

る。 

また、更なる情報通信関連産業の集積により、社会基盤としての情

報通信技術の活用を通じて、観光産業をはじめとする他の産業への波

及効果、ひいては沖縄県の産業振興に寄与することが期待できる。 

 

10 有効性

等 

① 適用数  

１ 過去５年間の適用数 

（単位：件） 

 令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

所得控除 2 1 1 1 1 

投資税額控除 19 19 13 8 23 

法人住民税 21 20 14 9 24 

事業税 20 12 15 14 15 

※所得控除及び投資税額控除について、令和元年度から令和４年度は「租税特別措置

の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）、令和５年度は沖縄県調べ。 

※法人住民税は所得控除件数及び投資税額控除件数を合計した推計値。 

※R5 年度は沖縄県調べ。 

 

２ 今後の適用数の見込み 

令和６年度以降の見込みについては、令和元年度から令和５年

度までの平均とした。 

（単位：件） 

 令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

所得控除 1 1 1 

投資税額控除 16 16 16 

法人住民税 17 17 17 

事業税 15 15 15 

 

  
② 適用額  

１ 過去５年間の適用額 
（単位：百万円） 

 令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

所得控除 20 2 3 2 2 

投資税額控除 542 568 526 104 1,032 

法人住民税 71 46 37 7 1 

事業税 67 43 108 104 80 

※所得控除及び投資税額控除について、令和元年度から令和４年度までは「租税特別

措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省） 

※法人住民税について、令和元年度から令和４年度までは「地方税における税負担軽

減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省） 

※R5 年度は沖縄県調べ。 

 

２ 今後の適用額 

令和６年度以降の見込みについては、令和元年度から令和５年

度までの平均とした。 

  
（単位：百万円） 



 

 令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

所得控除 6 6 6 

投資税額控除 586 586 586 

法人住民税 40 40 40 

事業税 80 80 80 
 

③ 減収額  

１ 過去５年間の減収額 
（単位：百万円） 

 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

所得控除 5 1 1 1 1 

投資税額控除 542 569 526 104 1,032 

法 人 

住民税 

所得控除 0 0 0 0 0 

投資税額控除 71 46 37 7 40 

事業税 67 43 108 104 80 

合計 685 643 672 216 1,153 

※所得控除及び投資税額控除について、令和元年度から令和４年度は「租税特別措置

の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省） 

※法人住民税の所得控除及び投資税額控除については、R1 年度から R4 年度までは

「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省） 

※R5 年度は沖縄県調べ。 

 

 

２ 今後の減収見込み 

令和６年度以降の見込みについては、令和元年度から令和５年

度までの平均とした。 
（単位：百万円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

所得控除 1 1 1 

投資税額控除 586 586 586 

法 人 

住民税 

所得控除 0 0 0 

投資税額控除 40 40 40 

事業税 80 80 80 

合計 707 707 707 

 

  
④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

 

１ 政策目的の達成状況 

令和５年度における県内に立地した情報通信関連企業 563 社 

令和５年度における情報通信関連企業の労働生産性上昇率 1.0% 

 

２ 達成目標の実現状況 

本税制の達成目標を定めた令和４年度以降において、県内に立地

した情報通信関連企業は増加し、その労働生産性は上昇している。 

 

【令和４年度から令和６年度における測定指標】 
・税制を活用した新規立地企業の数 ７社以上／年 
・税制を活用した企業の労働生産性上昇率を３年間で１％以上向上 

 
 令和４年度 令和５年度 

県内の情報通信関連企業(社) 531 563 

情報通信関連企業の労働生産性上昇率(%) 1.3 1.0 

※沖縄県調べ。 

 



 

測定指標である税制を活用した新規立地企業数については、各年

度１件の活用となっている。また、税制を活用した企業の労働生産性

上昇率については令和５年度において指標を満たしている。いずれも

本税制の後押しによる効果が発現しているものと評価され、本税制は

沖縄県の情報通信関連産業の振興に寄与している。 

 

３ 達成目標に対する将来の効果 

 

【令和７年度から令和８年度における測定指標】 

・税制を活用した新規立地企業の数 ２社／年 

・税制を活用した企業の労働生産性上昇率 1.2%／年 

 

本要望においては指標の策定方法を見直し、税制を活用した新規

立地企業数については制度創設以降の新規立地企業数の平均値 1.1

を上回る２とし、また、税制を活用した企業の労働生産性上昇率につい

ては、全国の情報通信産業における労働生産性の 2011 年から 2021

年の平均上昇率 1.2 を用いることとした。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

令和５年度における県内の情報通信関連企業は 563 社と着実に増

加している。また、本制度を活用した企業の労働生産性上昇率につい

ても 1％以上となっており、県内情報通信関連産業の高付加価値化や

生産性の向上が図られている。 

 

４ 税制を活用した新規立地企業の適用実績が僅少な理由 

新規立地企業が所得控除制度の適用を受けるための事業認定要

件（情報通信産業特別地区において、専ら特定情報通信事業を営むこ

と等の要件を満たすものとして認定を受けた企業に限定されている）が

厳格となっており、これを満たすことができる企業が少ない等の理由に

より、認定企業が僅少な状況となっている。 

  
⑤ 税収減を是

認する理由

等 

令和３年度県民経済計算を用い、県内における情報通信関連企業

による経済効果を推計したところ、情報通信関連企業の雇用によって

県内の総生産を 7,096 百万円押し上げる効果があった。本制度による

令和３年度の減収額 527 百万円と比較し、税収減を是認できるものと

考えられる。 

 
・情報通信産業における就業者一人当たりの生産額：8,528,576 円（Ａ） 

・税制を活用した立地企業の雇用者数：832 人（Ｂ） 

・税制を活用した立地企業による経済効果：7,096 百万円 

 

※就業者一人当たりの生産額は、令和３年度県民経済計算（沖縄県企画部作成・

令和６年１月 19日公表）による名目別県内総生産及び経済活動別雇用者数に基

づき推計。 

※税制を活用した立地企業の雇用者数については沖縄県調べ。 



 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

情報通信産業振興地域・特区においては、ソフトウェア業等、多様な

業種を（特定）情報通信産業と定義しており、また、その企業規模やビ

ジネス形態等も多様である。これらの企業へ効果的にインセンティブを

与え、当該地域への立地や設備投資を促す手段としては、予算の制

限や特定の企業を対象とした補助金等ではなく、各企業の経営計画に

柔軟に対応でき、対象業種の全ての企業に対し制度が保証されている

税制優遇措置が適切であると考えられる。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

沖縄県では本制度のほか、沖縄振興特別推進交付金等の補助事

業もあるが、これらの補助事業では新事業創出支援や地理的不利性

の解消への支援を行っているのに対し、本制度では事業者による設備

投資等への支援を行っており、役割分担を図っている。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本制度は沖縄県からの要望も踏まえて拡充・延長要望するものであ

り、国税に自動連動する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目

標を実現することは、沖縄振興に寄与するため沖縄県が協力する相当

性がある。 

12 有識者の見解  

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 
令和３年８月（R3 内閣 11） 

 



 

【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 
沖縄の産業イノベーション促進地域における課税の特例措置

の延長等 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義）（国税２９） 

（法人住民税、法人事業税：義）（自動連動：外）（地方税３５） 

② 上記以外の

税目 

（所得税：外、個人住民税、外、事業所税：外）） 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

（１）国税（アまたはイのいずれかを選択）  

 ア 投資税額控除（法人税） 

・沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画が認

定され、当該事業の用に供する設備を新・増設した青色申告法

人は、新・増設に係る取得価額に次の割合を乗じた額を法人税

から控除できる。 

（ア）機械及び装置、器具及び備品の取得価額合計額が 100 万円

を超えるもの：15％ 

（イ）建物及びその附属設備の取得価額合計額が 1,000 万円を超

えるもの：8％ 

・控除額限度は法人税額の 20%、繰越税額控除 4 年、取得価額

上限は 20 億円 

・対象となる建物付属設備は、建物と同時取得したものに限定。 

 

イ 特別償却（法人税、所得税） 

・沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画が認

定され、当該事業の用に供する設備を新・増設した青色申告法

人は、新・増設に係る取得価額に次の割合を乗じた額を普通償

却限度額（または所得税法の規定による償却費）に加え、法人

税額（または所得税）から償却できる。 

（ア）機械及び装置、器具及び備品の取得価額合計額が 100 万円

を超えるもの：34％ 

（イ）建物及びその附属設備の取得価額合計額が 1,000 万円を超

えるもの：20％ 

・取得価額上限は各事業年度当たり合計 20 億円 

  ・対象となる建物付属設備は、建物と同時取得したものに限定。 

 

（２）地方税 

 ア 個人住民税、法人住民税及び事業税 

  ・上記の法人税及び所得税負担の軽減と同様の効果を適用する。

（自動連動） 

 イ 事業所税（那覇市のみ） 

  ・沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画が認定

され、当該事業の用に供する施設を那覇市に新設した青色申

告法人は、次の場合、事業所税のうち、資産割の課税標準とな

るべき事業所床面積を 2 分の 1 として 5 年間計算。 

 



 

《要望の内容》 

沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）の規定に基づく

産業イノベーション促進地域における課税の特例について、措置内

容を以下のとおり変更の上、適用期限（令和７年３月 31 日）を２年

間延長し、令和９年３月 31 日までとする。 

 

・その他 

   適正化を図るため措置実施計画の期間等について所要の整備を

行う。 

 

《関係条項》 

沖縄振興特別措置法 第 36 条、第 37 条 

租税特別措置法 第 12 条、第 42 条の 9、第 45 条 

租税特別措置法施行令 第 6 条の 3、第 27 条の 9、第 28 条の 9 

租税特別措置法施行規則 第 20 条の 4、第 20 条の 16、 

地方税法 第 23 条第 1 項第 3 号、第 292 条第 1 項第 3 号 

附則第 33 条 

地方税法施行令 附則第 16 条の 2 の 8 

5 担当部局 経済産業政策局 地域産業基盤整備課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和 6 年 8 月 

分析対象期間：令和元年度～令和 8 年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成 14 年度  
・産業高度化地域の創設 

平成 19 年度  
・５年間延長 

平成 24 年度  
・産業高度化地域を廃止し、産業高度化・事業革新促進 

地域を創設 
・対象地域を 13 市町村から全市町村に拡大 
・投資税額控除の適用対象の機械等の下限取得価格の引下 

げ（1,000 万円超→500 万円超） 
平成 26 年度  

・機械等下限取得価格の引下げ（500 万円超→100 万円超） 
平成 29 年度 

・２年間延長 
令和元年度 

・２年間延長 
令和３年度 

・１年間延長 
令和４年度 

・３年間延長（対象業種の追加等） 

・課税の特例に係る県知事認定及び主務大臣の確認を導入 

8 適用又は延長期間 ２年延長（令和 8 年度） 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

 沖縄は、広大な海域や豊富な亜熱帯性生物等の地域資源を有する

とともに、世界最高水準の教育・研究機関も立地しており、付加価値の

高い製品の開発や新たな事業の創出において高い優位性・潜在性を

有している。 



 

 本特例措置の活用により、製造業等の開発力・生産技術等の向上や

沖縄の地域資源を活用した新事業の創出等に寄与する設備投資を引

き続き促進し、競争力強化を図るとともに、生産性向上等に資するデジ

タルトランスフォーメーション（DX）の推進や再生可能エネルギー源を利

用促進することによる新たな価値の創出・普及を図り、もって沖縄にお

ける民間主導の自立型経済の構築を目指す。 

 

《政策目的の根拠》 

 

〇経済財政運営と改革の基本方針 2024 について（令和 6 年 6 月 21

日閣議決定） 

第２章の５．地方創生及び地域における社会課題への対応 

（３）地方活性化及び交流の拡大 

（個性をいかした地域づくりと関係人口の拡大） 

強い沖縄経済の実現に向けた観光の質向上や脱炭素化、沖縄科学技

術大学院大学の起業支援等の産業振興、北部・離島等の定住環境整

備、普天間返還も見据えた基地跡地の先行取得と那覇空港等との一

体的な利用、教育・医療・福祉が融合したこどもの貧困対策・Well-

being 拠点設置に向けた取組、平和学習の充実等の沖縄振興策を国

家戦略として総合的に推進する。 

 

〇沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振

興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基

づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性

を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立

的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

九 製造業等 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売

業をいう。 

十 産業高度化・事業革新促進事業 産業高度化（高度情報通信ネッ

トワークの利用、情報通信技術を用いた情報の活用その他の方法によ

り事業者の製品若しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関

する技術又は経営の能率が向上することをいう。第三十五条の三及び

第三十六条において同じ。）又は事業革新（沖縄の特産物として相当

程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品若しくは当該鉱工業

品の生産に係る技術の活用又は環境への負荷の低減を図るための再

生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源のう

ち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるも

のをいう。第七十九条第二項において同じ。）の利用その他エネルギー

の供給に関する技術若しくは設備の導入により新たな事業を創出し、

又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。第三十五条の三及び

第三十六条において同じ。）に特に寄与すると認められる業種として政



 

令で定めるものに属する事業をいう。 

 

第三節 産業イノベーション促進計画等 

（産業イノベーション促進計画の作成等） 

第三十五条 沖縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション

（産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価

値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大き

な変化をいう。次項及び第四十条において同じ。）を促進するための計

画（以下「産業イノベーション促進計画」という。）を定めることができる。 

２ 産業イノベーション促進計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

一 計画期間 

二 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進すること

により、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図ら

れると見込まれる地域であって、産業のイノベーションの促進を効果的

に図るため必要とされる政令で定める要件を備えているもの（以下この

節において「産業イノベーション促進地域」という。）の区域 

三 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進するため

沖縄県が産業イノベーション促進地域において実施しようとする施設の

整備その他の措置の内容 

四 前号の措置の実施を通じて産業のイノベーションが促進されること

により見込まれる効果 

五 第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実

施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項 

３～７ （略） 

 

（産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等） 

第三十五条の三 提出産業イノベーション促進計画に定められた産業

イノベーション促進地域の区域内において製造業等の産業高度化若し

くは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事

業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置（以下この節にお

いて「産業高度化・事業革新措置」という。）を実施する者は、提出産業

イノベーション促進計画に即して、産業高度化・事業革新措置の実施

に関する計画（以下この条において「産業高度化・事業革新措置実施

計画」という。）を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が

適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。 

２～１０ （略） 

 

（課税の特例） 

第三十六条 提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノ

ベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措

置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の

用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者（当該認定事業者

が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って実施する産業高

度化・事業革新措置が当該区域における産業高度化又は事業革新に

特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて

主務大臣の確認を受けた者に限る。）が、当該新設又は増設に伴い新

たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構

築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置



 

法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 

 

〇沖縄振興基本方針（令和４年 5 月 10 日内閣総理大臣決定） 

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向  

本基本方針及び沖縄県が定める沖縄振興計画に基づく各般の施策

や事業は、次のような方向を基本として取り組むこととする。 

 （１）沖縄の優位性を活かした民間主導の自立型経済の発展  

沖縄の自立的発展のためには、民間の力を最大限に活かし、民間

が主導する形で自立型経済の発展を目指していくことが不可欠であ

る。このため、アジア・太平洋地域との地理的近接性や、亜熱帯に位置

する自然的特性等の優位性・潜在力を活かしつつ、沖縄内外の需要を

取り込み、域内産業間で連携 して財やサービスを提供していくことを

通じ、域内に経済効果が波及する 地域経済の好循環を図っていくこと

が重要である。こうした好循環を先導し、今後の沖縄経済を牽引する

競争力のある産業を戦略的に振興するとともに、イノベーションの促進

につながる民間主導の実証的な取組を促すことにより、県内事業者の

生産性や「稼ぐ力」の向上を図り、持続可能性のある強い沖縄経済を

実現することが求められている。 

 また、沖縄を取り巻く社会経済環境を踏まえ、温暖化による地球規模

の気候変動や社会のデジタル化の進展といった時代潮流を的確に捉

えて不利性克服の好機とし、グリーン社会への移行やデジタルトランス

フォーメーション(以下「DX」という。)を迅速かつ強力に推進することで、

持続可能な形で各分野の沖縄振興の一層の深化を図る必要がある。 

 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

1 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する基

本的な事項 

（４）産業イノベーションの推進  

沖縄は、広大な海域を始め豊かな地域資源を有するとともに、世界

最高水 準の教育・研究機関も立地しており、付加価値の高い製品開

発や新たな事業 を創出する大きなポテンシャルを有している。他方

で、地理的不利性等の影響により製造業の構成比が小さく、一人当た

り県民所得や生産性が低いなど、様々な課題を抱えている。  

このため、外から稼げる収益力の高い企業の誘致・育成、沖縄の幅

広いものづくり産業の基盤となる製造業等の振興、産学官金の連携強

化、デジタル技術の活用や脱炭素化等を通じ、沖縄の特性を踏まえた

新たな産業の創出・発展を図るとともに、それぞれの産業において、地

域資源を活用した付加価値の高い製品開発や地域ブランドの強化、海

外市場での県産品の販路拡大等を進めることにより、個々の民間事業

者にとどまらない地域全体のイノベーションの促進を目指す。 

 

Ⅳ 沖縄振興の推進に関する事項 

１ 沖縄振興を推進するための措置（政策ツール） 

（４）税制上の特例措置 

沖縄振興特別措置法においては、特区・地域制度に沖縄県知事によ

る認定や主務大臣による確認の制度等が導入され、企業の付加価値

の増加等を促すとともに、税制の適切な効果把握を可能とする制度改

正が行われた。 



 

今後とも民間事業者等の自主的取組を後押しし、沖縄の経済発展や

不利性の解消に向けて一層の効果が発現するよう、税制の具体的な

活用状況や成果等を適切に把握するとともに、その結果に応じて必要

な検討や見直しを図る。 

（略） 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 
１．経済構造改革の推進及び地域経済の発展  

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

【達成目標】 

 本特例措置を活用した事業者群の、認定年度と認定年度の翌事業

年度における粗付加価値額を比較し、年平均 1,034 百万円、令和 8 年

度までに 2,068 百万円増加させる。 

 ・令和 7 年度：1,034 百万円 

 ・令和 8 年度：1,034 百万円 

 →累計 2,068 百万円 

 ※当該達成目標は、沖縄県調査により過年度に本特例措置を活用

した事業者の粗付加価値額の増加実績（47 百万円）を基に算出し

たものであり、令和 6 年度以降に想定される平年度の活用企業数

22 社を達成することにより、これら企業においても同様に粗付加価

値額の増加が図られるものと判断されることから、上記のとおり目

標の達成が可能と考えられる。 

 

なお、脱炭素の推進事業により計画認定を受けた場合、本特例

措置を活用した事業における温室効果ガスは排出量を令和 5 年度

までに平成 30 年度比で 8.4％削減すると設定見込みであったが租

税特別措置が認められなかったことから達成目標として設定してい

ない。 

  

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 本特例措置は、製造業等の開発力・生産技術等の向上や沖縄の地

域資源を活用した新事業の創出、デジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）の推進や再生可能エネルギー源の利活用など「産業イノベーショ

ン」に資すると認められる設備投資に係る計画について、沖縄県知事

の認定を受けた事業者のみが受けられるものであり、当該認定プロセ

スを通じて、当該設備投資が本特例措置の政策目的に合致するか否

かを判断するものである。 

 達成目標としている粗付加価値額の増加を実現することで、沖縄の

製造業等の競争力強化の推進につながり、もって沖縄における民間主

導の自立型経済の構築の実現に寄与するものである。 

10 有効性

等 

①  適用数 １． 過去 5 年間の適用件数実績 

（単位：件） 

 R1 R2 R3 R4 R5 

投資税額控除 21 25 13 16 20 

特別償却 5 6 4 0 1 

※国税については、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」（財務省） 



 

※令和 5 年度国税の適用状況については、沖縄県調査による。 

 

２． 今後の適用件数見込み 

令和 6 年度は、投資税額控除 19 件、特別償却 3 件程度の適用

を見込む。また、令和 7 年度・令和 8 年度（平年度）は延長等要望

を前提に、投資税額控除 19 件、特別償却 3 件程度の適用を見込

む。（いずれも算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」（参

照）） 

  
②  適用額 １． 過去５年間の適用額実績 

（単位：百万円） 

 R1 R2 R3 R4 R5 

投資税額控除 332 135 42 84 124 

特別償却 25 233 107 0 2 

法人住民税 46 42 5 6 - 

事業税（地方

法人特別税を

含む） 

10 17 9 0 - 

※国税については「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報

告書」（財務省） 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）については、「地方税に

おける税負担軽減措置等に関する報告書」（総務省） 

※令和 5 年度国税の適用状況については、沖縄県調査による。 

※統計が未公表であること等により算定できないものについては「-」と

記載 

 

＜措置実施計画の認定件数（令和元年度～令和 5 年度）＞ 

（単位：件） 

 R1 R2 R3 R4 R5 

製造業 34 36 35 19 46 

電気業 24 30 22 17 17 

上記以外 4 6 7 3 3 

合計 62 72 64 39 66 

（出所）沖縄県「令和 5 年度産業イノベーション促進地域の実施状況」 

 

＜令和 5 年度認定事業者の設備投資状況＞ 

・製造業  5,466 百万円（46 件）→1 件あたり約 119 百万円 

・電気業 16,718 百万円（17 件）→1 件あたり約 983 百万円 

（出所）沖縄県「令和 5 年度産業イノベーション促進地域の実施状況」 

 

２． 今後の適用見込み 

令和 6 年度は、投資税額控除 152 百万円、特別償却 87 百万円

程度の適用を見込む。また令和 7 年度・令和 8 年度（平年度）は

拡充等要望を前提に、投資税額控除 152 百万円、特別償却 87

百万円程度の適用を見込む。（いずれも算定根拠は別紙「減収

額・適用見込みの試算」参照。） 

 



 

③  減収額 １． 過去 5 年間の減収額実績 

（単位：百万円） 

 R1 R2 R3 R4 R5 

（見込み） 

投資税額控除 332 135 42 84 124 

特別償却 25 55 

 

25 

 

0 2 

法人

住民

税 

投資

税額

控除 

43 11 3 6 9 

特別

償却 

3 3 7 0 0 

事業税（地方法

人特別税を含

む） 

10 14 8 0 0 

合  計 412 396 167 90 135 

※投資税額控除及び特別償却について、令和元年から令和 4 年度ま

でについては「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」

（財務省）における活用実績に基づいて算出。令和 5 年度は、沖縄県

調査に基づいて算出。なお、特別償却に係る法人税率は、令和元年度

以降 23.2%として試算。 

※法人住民税及び事業税について、令和元年度から令和 4 年度まで

は「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告

書」（総務省） 

※令和 5 年度の法人住民税は国税の減収額に税率 7％を乗じて算

出。 

※令和 5 年度の事業税は特別償却の適用額に税率 6.47％を乗じて

算出。 

 

２． 今後の減収額の見込み 

また、令和 6 年度・令和 7 年度・令和 8 年度（平年度）は延長等

要望を前提に、投資税額控除 152 百万円、特別償却 20 百万円、

法人住民税 12 百万円（投資税額控除 11 百万円、特別償却 1 百

万円）、事業税 1 百万円の減収を見込む。 

（国税の算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照） 

（法人住民税は、国税の平年度の減収額に税率７％を乗じた額） 

（事業税は、特別償却の平年度の適用額に税率 6.47%を乗じた額） 

  
④  効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

本特例措置を活用した事業者群の、認定年度と認定年度の

翌事業年度における粗付加価値額の増加額は、令和 4 年度

▲55,385 百万円、令和 5 年度 53,502 百万円と合計▲

1,883 百万円となった。 

（出所）沖縄県の調査 （R4 認定事業者（13 者）、R5 認定事業者

（27 社）の内、決算書等の提出があった先の付加価値額の増加

額） 

 

《達成目標に対する租税特別措置法等の直接的効果》 



 

沖縄県の調査では、本特例措置を活用した事業者群の、認

定年度と認定年度の翌事業年度における粗付加価値額の増

加額は、令和 4 年度▲55,385 百万円、令和 5 年度 53,502

百万円と合計値は▲1,883 百万円であり、達成目標 2,726

百万円の実現には至っていない。 

 （単位：百万円） 

（出所）沖縄県の調査 （R4 認定事業者（13 者）、R5 認定事業者（27

社）の内、決算書等の提出があった先の付加価値額の増加額） 

平成 24 年度の制度創設以降、本税制を活用した設備投資に

よって、当該設備投資を行った事業者の生産能力等の拡大に寄

与している。 

また、当該特例措置を受けた事業者群の粗付加価値額の増加

額は、目標の達成には至っていないが、令和 4 年は燃料費高騰

の影響を受け、付加価値額が極端に悪化する特殊要因があるこ

とや計画認定を受けて設備投資を行い、本格稼働して付加価値

額が増加するには一定の時間を要すること、令和 5 年 5 月に新

型コロナウィルス感染症の感染症法上の分類が 2 類から 5 類へ

移行しており、今後、観光需要や消費需要の増加が見込まれ、

設備投資の増加や付加価値額の増加が期待される。  

  

令和元年度から令和 5 年度までに本特例措置を活用した企業数は

111 社で、これらの企業による設備投資額は 584 億円となっており、産

業の高度化等に向けた設備投資が促進された。 

 なお、平成 28 年度に設定した測定指標に対し、活用事業者数の実

績に乖離がある要因としては、平成 27 年度まで本制度を活用してい

た事業者が、平成 28 年度以降に経済金融活性化特別地区その他の

制度を活用したことなどによるものである。また、設備投資額の実績に

乖離がある要因としては、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う観

光需要及び消費需要の悪化により県内景気の下押し圧力が強まり、

設備投資が指標より低調な水準となった。 

 

実績・見込み                       （単位：社、百万円） 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

活用事

業者数

（指標） 

60 70 82 － － 

 

－ 

活用事

業者数

（実績） 

26 31 17 16 21 - 

活用事 － － － - - 22 

 R4 R5 合計 

計画認定を受けた先の 

付加価値額の増加額 

（達成目標） 

1,363 1,363 2,726 

計画認定を受けた先の 

付加価値額の増加額 

（実績） 

▲55,385 53,502 ▲1,883 



 

業者数 

（見込） 

設備投

資額

（指標） 

23,463 27,373 32,066 － － － 

設備投

資額

（実績） 

5,266 9,977 11,782 9,160 22,185 － 

設備投

資額 

（見込） 

－ － － － － 11,569 

※R1 年度から R3 年度まで活用事業者数（指標）及び設備投資額（指

標）は、H28 年度に過去の実績から将来の適用見込みを試算したも

の。R4 年度から R6 年度は試算がなく「-」とした。 

※活用事業者数（実績）は、R1 年度から R4 年度は別紙「租税特別措

置の適用実施調査の結果に関する報告書」（財務省）、R5 年度沖縄県

調査より 

※R6 年度活用事業者数（見込）は、別紙「減収額・適用見込みの試

算」の国税の見込み件数を合計し算出 

※設備投資額（実績）は、産業イノベーション促進地域の実施状況より 

※R6 設備投資額（見込）は、R1 年度から R5 年度までの設備投資額

の合計 58,370 百万円を活用事業者数の合計 111 件で除した 525 百

万円に R6 年度活用事業者数（見込）22 件を乗じて算出 

 

なお、本特例措置を活用した事業における温室効果ガス排出量削

減については、計画認定を受ける制度が、認められなかったことから達

成目標として設定していない。 

 

＜令和 6 年度以降の達成見込み＞ 

本特例措置を活用した事業者群の、認定年度と認定年度の翌事業

年度における粗付加価値額を比較し、年平均 1,034 百万円、令和 8 年

度までに 3,102 百万円増加させる。 

 ・令和 6 年度：1,034 百万円 

・令和 7 年度：1,034 百万円 

 ・令和 8 年度：1,034 百万円 

 →累計 3,102 百万円 

 ※当該達成目標は、沖縄県調査により平成 30 年度に本特例措置を

活用した事業者群の、認定年度と認定年度の翌事業年度における

粗付加価値額の増加実績（47 百万円）を基に算出したものであり、

令和 6 年度以降に想定される平年度の活用企業数 22 社を達成す

ることにより、これら企業においても同様に粗付加価値額の増加が

図られるものと判断されることから、上記のとおり目標の達成が可

能と考えられる。 

平成 24 年度の制度創設以降、本税制を活用した設備投資に

よって、当該設備投資を行った事業者の生産能力等の拡大に寄

与している。 

当該特例措置を受けた事業者群の粗付加価値額の増加額は、

目標の達成には至っていないが、令和 4 年は燃料費高騰の影響



 

を受け、付加価値額が極端に悪化する特殊要因があることや計

画認定を受けて設備投資を行い、本格稼働して付加価値額が増

加するには一定の時間を要すること、令和 5 年 5 月に新型コロ

ナウィルス感染症の感染症法上の分類が 2 類から 5 類へ移行し

ており、今後、観光需要や消費需要の増加が見込まれ、設備投

資の増加や付加価値額の増加が期待される。 

 

（単位：百万円） 

 

（出所）計画認定を受けた先の付加価値額の増加額 

沖縄県の調査 （R4 認定事業者（13 者）、R5 認定事業者（27

社）の内、決算書等の提出があった先の付加価値額の増加

額） 

 

〇制度が延長できない場合の影響 

  沖縄県が実施した「産業高度化・事業革新措置実施計画の認定企

業に対する沖縄県調査」によると、事業者においては、新たな設備投

資により、生産性・生産額が拡大するとともに、本特例措置による税負

担軽減相当額を新たな製品開発等の資金に充て事業を拡大するなど

の事例があり、本制度は事業者の積極的な設備投資を強力に後押し

する効果がある。 

 本特例措置が延長されない場合、沖縄の製造業等における設備投

資に対するインセンティブが失われ、事業者の設備投資意欲が削がれ

ることで、開発力・技術力の向上や新たな事業創出等に向けた投資が

停滞し、製造業等の振興が阻害され、ひいては沖縄における民間主導

の自立型経済の構築に支障を来すことが懸念される。 

 

〇特別償却の適用実績が僅少な理由 

 本特例措置では、投資税額控除と特別償却の選択適用を可能として

いるが、これにより、事業者は設備投資した初年度の税負担軽減によ

る資金繰りの改善又は償却費用の前倒しによる投下資金の早期回収

を図ることが可能となる。 

 過年度の本特例措置活用事業者においては、当該設備投資の特性

や当該時点における各事業者の財務状況・経営状況等を踏まえ、直

接的な税負担軽減効果を有する投資税額控除を選択する者が多かっ

たものと推察されるが、研究開発等の先行投資や事業改革等により戦

略的に赤字を計上する事業者は、投資税額控除の効果を最大限享受

できないことから、斯様な事業者が実施する生産性向上等に寄与する

 R4 R5 合計 平均/者 

計画認定を受け

た先の付加価値

額の増加額 

（達成目標） 

1,363 1,363 2,726  47 

計画認定を受け

た先の付加価値

額の増加額 

（実績） 

▲55,385 53,502 ▲1,883 ▲47 



 

設備投資を促進するためのインセンティブとして、投資税額控除と特別

償却の選択適用を継続することが必要であると考えられる。  

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

 本特例措置は、沖縄の事業者の開発力・生産技術等の向上や地域

資源を活用した新事業の創出等に向けた工場の整備や機械装置の導

入等に対する設備投資を実施するインセンティブとして作用しており、

具体的には直近 5 年間（令和元年度から令和 5 年度）で、本特例措置

を活用して年平均 117 億円の設備投資が実施されている。 

本特例制度が係る効果発現に一定程度寄与しているものと考えら

れ、加えて、足元、コロナ禍を経て回復しつつある企業の設備投資意

欲に対するインセンティブとして必要性を増しているところである。 

 この間本特例措置を活用して製造業等の振興を図ってきたものの、

沖縄における製造業等の産業構成比や労働生産性、給与水準は全国

に比し、依然低い水準にあり、これらの課題解決に向けた取組を一層

推進する必要があることから、これまで一定の成果を挙げてきた産業

高度化・事業革新に係る投資を引き続き促進し、競争力の強化を図る

とともに、生産性向上等に資するデジタルトランスフォーメーション（DX）

の推進や再生可能エネルギー源の利用促進等による新たな価値の創

出・普及により、生産性の好循環、事業構造の変革等を図り、もって沖

縄における民間主導の自立型経済の構造の実現を目指すこととしてい

る。 

 以上より、本特例措置は税収減を是認するに足る効果のあるものと

考えられる。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

 本特例措置は、製造業等の開発力・生産技術等の向上や沖縄の地

域資源を活用した新事業の創出等に寄与する設備投資を促進し、競

争力の強化を図るとともに、生産性向上等に資するデジタルトランスフ

ォーメーション（DX）の推進や再生可能エネルギー源の利用促進等に

よる新たな価値の創出・普及により、沖縄経済を牽引しうる地域産業

のイノベーションを促進し、産業振興の取組を強力に推進するものであ

る。 

 これらの制度は、活用する事業者に対して、効果的にインセンティブ

を与え設備投資を促す手段となっている。特定企業を対象とする補助

金等よりも、各企業が一定の裁量の下で設備投資等に関する経営判

断を行うことができことから税制措置の方が適当である。 

 また、本地域制度においては、措置実施計画等の認定等のスキーム

を通して、対象事業の適格性等を判断し、製造業等の競争力強化等に

資すると認められる場合に限定して投資税額控除等の措置を講じてい

ることから、無差別に適用されることはなく、必要最低限の措置となっ

ている。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

 沖縄県は、沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）等を活用して産

学連携の共同研究や新たな製品やサービス等の開発支援事業等を行

うことで、高度なものづくり産業の土台となる支援体制の構築に取り組

んでおり、本制度では企業の自助努力による高度な設備投資等を後

押しし、役割分担を図りつつ、相乗的にものづくり産業の育成・高度化

を促し、本県の経済振興の一翼を担う移出型産業として成長できるよう

支援を行っている。 

 なお、製造業を対象とした制度は他に国際物流拠点産業集積地域



 

及び経済金融活性化特区があるが、これらの制度は一定の地域内に

特定の産業の集積を図り、それによって国際物流拠点の形成や北部

経済の振興を進め、経済の活性化を図るための制度である。 

 一方、本特例措置は、沖縄の製造業等の開発力・生産技術等の向

上や沖縄の地域資源を活用した新事業の創出等に寄与する設備投資

を促進し、競争力の強化を図るとともに、生産性向上等に資するデジタ

ルトランスフォーメーション（DX）の推進や再生可能エネルギー源の利

用促進等による新たな価値の創出・普及により、沖縄経済を牽引しうる

地域経済のイノベーションを促進し、産業振興の取組を強力に推進す

るものであり、制度の趣旨を異にするものである。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

 本制度は沖縄県からの要望も踏まえて拡充・延長要望するものであ

り、国税に自動連動する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目

標を実現することは、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも

寄与するため、沖縄県が協力する相当性がある。 

12 有識者の見解  

－ 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

令和 3 年 8 月（R3 内閣 10） 

 

 

 



 

【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長

等  

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義）（国税３０） 

（法人住民税、法人事業税：義）（自動連動）（地方税３３） 

② 上記以外の

税目 

（所得税：外、関税：外、個人住民税：外、事業所税：外） 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

１．国税（（１）～（３）は選択制）（県知事認定及び主務大臣の確認を受

けた者のみ） 

（１）所得控除（法人税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において、特別事業認

定を受けた法人の特定国際物流拠点事業に係る法人所得に

ついて、40％に相当する金額を損金の額に算入（特別事業認

定法人で、法人設立後 10 年間） 

 

（２）投資税額控除（法人税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点

産業の用に供する設備を新・増設した青色申告法人は、当該

設備の取得価額に次の割合を乗じた金額から法人税額から

控除 

・機械及び装置の合計額が 100 万円を超えるもの 15％ 

・建物及び建物附属設備の取得価額の合計額が 1,000 万

円を超えるもの ８％ 

イ 法人税額の 20％限度（繰越税額控除４年）、取得価額の上限

20 億円 

ウ 対象となる建物附属設備等は建物と同時取得したものに限ら

れる 

 

（３）特別償却（法人税、所得税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点

産業の用に供する設備を新・増設した青色申告法人は、普通

償却限度額に加えて、当該設備の取得価額に次の割合を乗

じた金額を償却 

・100 万円を超える機械及び装置 50％ 

・1,000 万円を超える建物等 25％ 

イ 取得価額の上限額 20 億円 

ウ 対象となる建物附属設備等は建物と同時取得したものに限ら

れる 

 

（４）貿易手続きの簡素化（関税） 



 

ア 国際物流拠点産業集積地域内の保税工場等の許可手数料

の軽減 

イ 関税の課税物件の確定に関する特例措置保税工場等におい

て、保税作業により製造した製品を国内に引き取る場合、関

税については製品課税又は原料課税のいずれかを選択 

  

２．地方税 

（１）法人住民税、個人住民税、事業税 

ア 上記の法人税及び所得税負担の軽減と同様の効果を適用す

る。（自動連動） 

   

（２）事業所税 

ア 那覇市において、国際物流拠点産業の用に供する施設につ

いて、新設の日から５年間に限り、事業所税の資産割の課税

標準を２分の１控除する。 

 

《要望の内容》 

沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）の規定に基づく国

際物流拠点産業集積地域における課税の特例について、措置内容を

以下のとおり変更の上、適用期限（令和７年３月 31 日）を２年間延長

し、令和９年３月 31 日までとする。 

１ 拡充・延長要望 

課税の特例の対象となる国際物流拠点産業集積地域の範囲を産

業集積が見込まれる地区に見直ししたうえで、南風原・八重瀬地区

（南風原町・八重瀬町の一部）を追加し、その他必要な措置を講じる。 

 

２ その他 

適正化を図るため措置実施計画の期間等について所要の整備を

行う。    

 

《関係条項》 

・沖縄振興特別措置法 第 50 条、第 51 条 

・沖縄振興特別措置法施行令 第 21 条 

・租税特別措置法 第 12 条、第 42 条の９、第 45 条、第 60 条、 

・租税特別措置法施行令 第６条の３、第 27 条の９、第 28 条の９、第

36 条、 

・租税特別措置法施行規則 第 20 条の４、第 21 条の 17 の２、 

・地方税法 第６条、第 23 条第 1 項第 3 号、第 51 条第 2 項、第 72

条第 1 項第 3 号、第 72 条の 12 第 3 号、 第 72 条の 23

第 1 号、第 292 条第 1 項第 3 号、第 313 条第 2 項、附則

第 33 条、 

・地方税法施行令 附則第 16 条の２の８ 

 



 

5 担当部局 経済産業政策局 地域産業基盤整備課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和６年８月 

分析対象期間：令和１年度～令和８年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成 10 年度 

・自由貿易地域 拡充 

・特別自由貿易地域 創設 

平成 14 年度 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 延長 

平成 19 年度 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 延長 

平成 24 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 創設 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 廃止 

平成 26 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 拡充（対象業種の追加等） 

平成 29 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 延長 

令和元年度 

・国際物流拠点産業集積地域 延長 

令和３年度 

・国際物流拠点産業集積地域 延長 

令和４年度 

・国際物流拠点産業集積地域 拡充（対象地域の追加等） 

・課税の特例に係る県知事認定及び主務大臣の確認を導入 

8 適用又は延長期間 ２年間（令和８年度） 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位

性を活かし、高付加価値型のものづくり企業やリペアセンター等の高機

能型物流企業、航空機整備業（ＭＲＯ）等の国際物流拠点産業の集積

を図ることで、沖縄における自立型経済の構築を目指す。 

《政策目的の根拠》 

○経済財政運営と改革の基本方針 2024 について（令和６年６月 21 日

閣議決定） 

個性をいかした地域づくりに向け、沖縄振興・北海道開発と、過疎地

域や半島、離島、奄美、小笠原、豪雪地帯等の条件不利地域対策に

取り組む。強い沖縄経済の実現に向けた観光の質向上や脱炭素化、

沖縄科学技術大学院大学の起業支援等の産業振興、北部・離島等の

定住環境整備、普天間返還も見据えた基地跡地の先行取得と那覇空

港等との一体的な利用、教育・医療・福祉が融合したこどもの貧困対

策・Well-being 拠点設置に向けた取組、平和学習の充実等の沖縄振

興策を国家戦略として総合的に推進する。 

 

○沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振

興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に

基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自

主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄



 

の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に

寄与することを目的とする。 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

十一 国際物流拠点産業 国際物流拠点（国際的な貨物流通の拠点

として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。）において積込み又

は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される

施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とし

た集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与す

ると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。 

 

（国際物流拠点産業集積計画の作成等） 

第四十一条 沖縄県知事は、基本方針に即して、国際物流拠点産業

の集積を図るための計画（以下「国際物流拠点産業集積計画」とい

う。）を定めることができる。 

２ 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

一 計画期間 

二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二

号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣

接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用

に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点産

業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資する

ため必要とされる地域（以下「国際物流拠点産業集積地域」とい

う。）の区域 

三 国際物流拠点産業の集積を図るため沖縄県が国際物流拠点産業

集積地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内

容 

四 前号の措置の実施を通じて国際物流拠点産業の集積が図られる

ことにより見込まれる効果 

五 第四十二条の二第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置

実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項 

３～７項 （略） 

 

（国際物流拠点産業集積地域における事業の認定） 

第四十三条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流

拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとす

る者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区

域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることがで

きる。２～５項 （略） 

 

（課税の特例） 

第五十条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠

点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措

置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設

し、又は増設した認定事業者（当該認定事業者が認定国際物流拠

点産業集積措置実施計画に従って実施する国際物流拠点産業集

積措置が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資する



 

ものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣

の確認を受けた者に限る。）が、当該新設又は増設に伴い新たに機

械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、

若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、

課税の特例の適用があるものとする。 

２ 認定法人（当該認定法人が営む認定特定国際物流拠点事業が当

該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして

主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を

受けた法人に限る。）の認定特定国際物流拠点事業に係る所得に

ついては、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適

用があるものとする。 

 

○沖縄振興基本方針（令和 4 年 5 月 10 日 内閣総理大臣決定） 

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向 

（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展 

沖縄の自立的発展のためには、民間の力を最大限に活かし、民

間が主導する形で自立型経済の発展を目指していくことが不可欠

である。このため、アジア・太平洋地域との地理的近接性や、亜熱

帯に位置する自然的特性等の優位性・潜在力を活かしつつ、沖

縄内外の需要を取り込み、域内産業間で連携して財やサービス

を提供していくことを通じ、域内に経済効果が波及する地域経済

の好循環を図っていくことが重要である。こうした好循環を先導

し、今後の沖縄経済を牽引する競争力のある産業を戦略的に振

興するとともに、イノベーションの促進につながる民間主導の実証

的な取組を促すことにより、県内事業者の生産性や「稼ぐ力」の向

上を図り、持続可能性のある強い沖縄経済を実現することが求め

られている。 

また、沖縄を取り巻く社会経済環境を踏まえ、温暖化による地

球規模の気候変動や社会のデジタル化の進展といった時代潮流

を的確に捉えて不利性克服の好機とし、グリーン社会への移行や

デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を迅速かつ強

力に推進することで、持続可能な形で各分野の沖縄振興の一層

の深化を図る必要がある。 

 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する基

本的な事項 

（３）国際物流拠点産業 

沖縄の国際物流拠点産業は、アジアや他の都道府県との競争

が進む一方、国際物流ハブ機能を持つ那覇空港における第二滑

走路の増設を始めとする空港・港湾等の物流インフラの整備や、海

外との物流ネットワークの形成等に伴い、域外への事業展開を可

能とする環境の整備が図られてきている。 

こうした状況も踏まえ、国際物流拠点産業の一層の集積を図る

とともに、デジタル技術を活用した物流の効率化・迅速化や、特産

物の海外輸出など他産業との連携による高付加価値化を図る。 

 

Ⅳ 沖縄振興の推進に関する事項 



 

１ 沖縄振興を推進するための措置（政策ツール） 

（４）税制上の特例措置 

沖縄振興特別措置法においては、特区・地域制度に沖縄県知

事による認定や主務大臣による確認の制度等が導入され、企業の

付加価値の増加等を促すとともに、税制の適切な効果把握を可能

とする制度改正が行われた。 

今後とも民間事業者等の自主的取組を後押しし、沖縄の経済発

展や不利性の解消に向けて一層の効果が発現するよう、税制の具

体的な活用状況や成果等を適切に把握するとともに、その結果に

応じて必要な検討や見直しを図る。（以下略） 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

１．経済構造改革の推進及び地域経済の発展  

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

１．達成目標 

令和８年度までに次の目標を達成する。 

・国際物流拠点産業集積地域において、新規立地企業数のうち、本

特例措置を活用して立地した企業数を 10 社とする。 

※年平均で 24 社立地し、そのうち、10％超の企業が本特例を活用

するものと試算 

２．参考指標 

・国際物流拠点産業集積地域における立地企業数 

・国際物流拠点産業集積地域において本特例措置を活用する企業 

数 

・国際物流拠点集積地域における域外搬出額 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

沖縄県において国際物流拠点産業は、アジアに近い地理的優位性

を最大限活用できることから、観光リゾート産業、情報通信関連産業に

次ぐ第三のリーディング産業として位置付けされている重要な分野で

ある。国際物流拠点産業の集積を図ることは、集積地域内における企

業活動の活性化につながる。また、企業活動が活性化することで、取

扱貨物量の増加や、域外搬出量の増加が期待でき、更には域外搬出

量の増加は域外競争力の強化にもつながることから本特例措置は、国

際物流拠点産業の集積を通じて貿易の振興及び沖縄の自立型経済

の構築に寄与するものである。 

 

10 有効性

等 

① 適用数 １．過去５年間の適用実績件数 

（単位：件）  

 項目 R1 R2 R3 R4 R5 

国
税 

所得控除 3 1 1 3 2 

投資税額控除 47 36 27 12 8 

特別償却 9 3 3 2 5 

計 59 40 31 17 15 

地
方

税 

法人住民税 59 40 31 17 15 

事業税 30 35 34 36 37 



 

計 89 75 65 53 52 

※国税について、令和 1 年度から令和 4 年度は「租税特別措置の適用実態調査の

結果に関する報告書」（財務省）。 

※令和 5 年度の国税については、沖縄県調査。 

※地方税の自動連動分（法人住民税、事業税）は、沖縄県調査。 

 

２．今後の適用件数見込み 

 令和６年度は、所得控除２件、投資税額控除 30 件、特別償却５件を

見込む。また、令和７年度及び令和８年度は、平年度で所得控除２件、

投資税額控除 33 件、特別償却５件の適用を見込む。 

（算定根拠は「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課

税の特例措置の延長等」参照） 

  
② 適用額 １．過去５年間の適用額実績 

（単位：百万円）  

 項目 R1 R2 R3 R4 R5 

国
税 

所得控除 182 134 74 173 183 

投資税額控除 214 158 170 52 310 

特別償却 879 23 41 15 306 

地
方

税 
法人住民税 59 15 13 6 30 

事業税 85 13 6 14 34 

※国税について、令和１年度からは令和４年度は「租税特別措置の適用実態調査の結

果に関する報告書」（財務省）。 

※令和５年度の国税については、沖縄県調査。 

※地方税の自動連動分（法人住民税、事業税）は、令和１年度から令和５年度は沖縄

県調査。 

 

２．今後の適用額見込み 

令和６年度は、所得控除 149 百万円、投資税額控除 209 百万円、

特別償却 288 百万円の適用を見込む。また、令和７年度及び令和８年

度は、平年度で所得控除 149 百万円、投資税額控除 226 百万円、特

別償却 288 百万円の適用を見込む。（算定根拠は「【別紙】沖縄の国

際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長等」参照） 

③ 減収額 １．過去５年間の減収額実績 

（単位：百万円） 

 項目 R1 R2 R3 R4 R5 

国
税 

所得控除 42 31 17 40 42 

投資税額控除 214 158 170 52 310 

特別償却 204 5 9 3 71 

地
方
税 

法人住民税 

（所得控除分） 
5 2 1 2 2 



 

法人住民税 

（投資税額控除分） 
27 12 11 3 21 

法人住民税 

（特別償却分） 
26 1 1 1 4 

事業税 

（所得控除分） 
16 11 3 12 12 

事業税 

（特別償却分） 
69 2 3 1 20 

※国税の令和１年度～令和 5 年度の算定根拠は別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産

業集積地域における課税の特例措置の延長等」参照 

※地方税について、令和 1 年度から令和４年度の算定根拠は別紙「【別紙】沖縄の国際

物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長等」参照 

※令和５年度の法人住民税は、国税の減収額に税率 7％乗じて算定。 

（特別償却分は、１百万円に満たないため１百万円とする） 

※令和５年度の事業税は、国税の適用額に税率 6.47%を乗じて算定。 

 

 

２．今後の減収見込み 

（単位：百万円） 

 項目 R6 R7 R8 

国
税 

所得控除 34 34 34 

投資税額控除 209 223 229 

特別償却 66 66 66 

地
方
税 

法人住民税 

（所得控除分） 
2 2 2 

法人住民税 

（投資税額控除分） 
14 15 16 

法人住民税 

（特別償却分） 
4 4 4 

事業税 

（所得控除分） 
9 9 9 

事業税 

（特別償却分） 
18 18 18 

※算定根拠は別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措

置の延長等」参照 

  



 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

１．政策目的の達成状況 

令和５年度における立地企業数 265 社 

令和５年度における新規立地企業数 22 社 

 

２．達成目標の実現状況 

国際物流拠点産業集積地域内における立地企業数は順調に増加し

ており、政策目的である新規立地企業数の増加による企業集積は進

んでいるものの、本特例措置を活用して立地した企業数は、目標数に

未達であった。 

 

（達成目標） 

① 国際物流拠点集積地域における立地企業数      （単位：社） 

R1 R2 R3 R4 R5 

223 196 251 263 265 

※沖縄県調査 

 

② ①のうち新規立地企業数                  （単位：社） 

R1 R2 R3 R4 R5 

44 20 65 15 22 

※沖縄県調査 

 

③ ②のうち本特例措置活用企業数             （単位：社） 

R1 R2 R3 R4 R5 

2 0 2 1 1 

※沖縄県調査 

 

３．達成目標に対する将来の効果 

 当該地域への進出を検討している企業において、本特例措置がイン

センティブとなり、制度活用を前提として当該地域に進出することで、新

規立地企業数が増加することによって、国際物流拠点産業の企業数

が増加し、国際物流拠点産業の集積を図るという政策目的を的確に行

うことが可能である。 

 

（達成目標） 

① 国際物流拠点集積地域における立地企業数見込み   

                      （単位：社） 

R6 R7 R8 

279 288 304 

※沖縄県調査 

 

② ①のうち新規立地企業数                   

                      （単位：社）   

R6 R7 R8 

22 29 29 

※沖縄県調査 

 



 

③ ②のうち本特例措置活用企業数              

                      （単位：社）  

R6 R7 R8 

3 3 4 

※算定根拠は別紙「目標設定資料」参照 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

本特例措置は、国際物流拠点産業の集積を図るという政策目的を

的確に行うための手段である。そのため、集積地域内に新規立地した

企業における本特例措置の活用状況を測定することで、企業集積を図

るという政策目的に対する本特例措置の有効性を検証することが可能

である。 

また、本特例措置は、地域内に立地した企業も、継続的に本特例措

置を活用することで、継続的な事業規模等の拡大推進を図ることが可

能となるため、集積地域に留まり、長期的に企業活動を行うことへのイ

ンセンティブとなる側面も持ち合わせている。立地企業数は、令和１年

度の 223 社から令和 5 年度までに 42 社増加し 265 社となっており、

かつ毎年一定数の企業（年平均で約 32 社）が本特例措置を活用して

いる。令和 5 年 8 月に実施した企業誘致セミナーにおけるアンケート

結果によると、立地を検討するうえで必要な支援として税制特例措置

への関心が高く、実際に新規立地した企業からは、税制特例措置があ

ることで進出を決めたとの声がある。したがって本特例措置が国際物

流拠点産業の集積を図ることに一定程度寄与しているものと判断でき

る。  

なお、実績及び将来の見込みによれば、活用企業数の実績は令和

元年度以降減少している。   

これは、新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の停滞によ

って企業の投資活動が停滞したことと、令和４年度より導入された税制

活用するための県知事認定及び主務大臣確認による事前認定制度に

ついて、手続きを煩雑と感じた企業が申請を控えたものと推察される状

況において、設定した達成目標数値が過大であったことが要因と考え

られる。 

今後は、アフターコロナにおける企業業績の急回復により企業の投

資活動が活発化するなか、本税制が企業の新規立地判断におけるイ

ンセンティブとなり、本税制の活用により企業集積が進むと見込まれ

る。 

引き続き制度周知に努め、本税制を活用して企業の集積及び貿易

を振興することで、自立型経済の構築に向けた取組を推進していきた

い。 

 

（測定指標） 

・本制度を活用した企業数の増加 

特例措置を活用する新規立地企業数の見込み     （単位：社） 

項目 R4 R5 

①新規立地企業数（指標） 19 19 

①新規立地企業数（実績） 15 22 

②①のうち特例措置を活用する企業数（指標） 7 7 

②①のうち特例措置を活用する企業数（実績） 1 1 

別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長



 

等」参照。 

参考指標１                            （単位：社） 

項目 R4 R5 

①立地企業数（指標） 281 300 

①立地企業数（実績） 263 265 

②①のうち特例措置を活用する企業数（指標） 53 58 

②①のうち特例措置を活用する企業数（実績） 39 40 

別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長

等」参照。 

参考指標２                         （単位：百万円） 

項目 R4 R5 

域外出荷額（指標） 32,936 36,301 

域外出荷額（実績） 34,472 36,352 

別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長

等」参照。 

 

３．制度が延長できない場合の影響 

本制度は、国際物流拠点産業の集積を目的に創設された制度であ

り、集積を図るための重要なインセンティブとなっている。 

しかしながら、本制度が延長されない場合、集積を図るためのインセ

ンティブの消失により、国際物流拠点への企業集積が進まないことが

想定され、沖縄県において、アジア地域との地理的近接性を活かすこ

とのできるリーディング産業と位置付けているにもかかわらず、国際物

流拠点産業の集積に支障を来たし、域内の関連産業の成長の遅れに

もつながり、ひいては沖縄の民間主導による自立型経済の構築に支障

が出てくることが懸念される。 

 

４．適用実績が僅少な理由 

（１）所得控除 

所得控除については、対象業種が５業種に限定されていること、ま

た、対象事業者は各種要件が定められている特定国際物流拠点事

業認定を受けることが条件となるため、適用できる企業は極めて少な

い。 

しかしながら、所得控除は、他の特例措置に比し適用企業に対す

る税制上の負担軽減効果が大きいため、企業集積を図るためのイン

センティブとして非常に重要な役割を果たす効果が期待できることか

ら、本特例措置の継続は必要である。 

（２）特別償却 

特別償却の適用件数は、僅少であるが、これは投資税額控除や所

得控除、特別償却のいずれかを選択適用する制度となるため、本特

例措置のうち、特別償却の適用を選択した企業が少ないことが要因

である。 

  本特例措置の過去の適用状況は、直接的な税負担軽減効果のあ

る投資税額控除を選択する企業が特別償却を選択する企業よりも多

い結果となっている。他方、特別償却は事業への先行投資等を行っ

た結果、赤字決算となった企業も税制上発生した赤字を翌年度以降

長期間にわたり繰越すことを可能となる特例措置である。このように

赤字企業へのインセンティブとなる特例措置を設けることにより、多様

な企業の集積を図ることが可能となり、ひいては、企業の業績形態や



 

経営戦略により選択可能な複数の特例措置を設けることにより、多様

な企業に積極的な設備投資を促進させ、地域への集積を図るインセ

ンティブ効果が期待できることから本特例措置の継続は必要である。    

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

国際物流拠点産業は、沖縄県において観光リゾート産業、情報通信

関連産業に次ぐ第三のリーディング産業として位置付けされている重

要な分野である。国際物流拠点産業の集積を図ることは、国際物流拠

点産業集積地域内の企業活動を活性化させ、貨物量の取扱を増加さ

せ、ひいては域外搬出量の増加に寄与することが期待される重要な施

策であると言える。 

本税制措置は、企業に対する集積地域への立地に対するインセン

ティブを与えるとともに、企業の早期、長期に及ぶ設備投資を促進する

効果が期待でき、企業集積に寄与するものであるから、税収減を是認

する効果があると言える。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

国際物流拠点産業集積地域においては、道路貨物運送業、卸売

業、製造業等、多様な業種を国際物流拠点産業と定義しており、また、

その企業規模やビジネス形態等も多様である。これらの企業へ効果的

にインセンティブを与え、当該地域への立地や設備投資を促す手段と

しては、予算の制限や特定の企業を対象とした補助金等ではなく、各

企業の経営計画に柔軟に対応でき、対象業種の全ての企業に対し制

度が保証されている税制措置が適当であり、本特例措置は妥当と考え

られる。 

また、本制度においては、地域指定・主務大臣の確認申請等のスキ

ームを通じて、国際物流拠点産業の集積を図ることを目的として貿易

の振興、自立型経済の構築等に資すると判断される場合に限定して、

投資税額控除等の措置を講じていることから、必要最小限の特例措置

であると考えられる。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

国際物流拠点産業集積地域は、東アジアの中心に位置する本県の

地理的特性を活かし、国際競争力のある物流拠点の形成に向け、物

流機能を活用した高付加価値型のものづくり企業等国際物流拠点産

業の集積を積極的に図るための制度である。 

一方、沖縄振興特別措置法において同じく位置付けられる「産業高

度化・事業革新促進地域」は、沖縄のポテンシャルを活用した産業イノ

ベーションを推進し、沖縄の幅広いものづくり産業の基盤となる製造業

等の振興を図り、沖縄の地域資源を活用した新事業の創出、企業の

製品開発力・技術力の向上等を目指すための制度であり、両制度は

目的が異なるものである。 

また、沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）は、物流量の増加施



 

策や高コストな物流費の軽減策など、沖縄固有の特殊性に基因する今

なお残る課題等に取り組むための制度であり、建物や設備等の取得

促進により県内での新たな事業展開を後押し、国際物流拠点産業の

集積（企業の誘致）を図る本税制とは役割が異なる。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本制度は沖縄県からの要望も踏まえて拡充・延長要望するものであ

り、国税に自動連動する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目

標を実現することは沖縄振興に寄与するため、沖縄県が協力する相当

性がある。 

12 有識者の見解 - 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

令和３年８月（R3 内閣 11） 

 

 

 









































































 

【様式】 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

半導体分野における国内投資の継続的な拡大に向けた税制上の措置  

2 対象税目 ① 政策評価の

対象税目 

法人事業税：義（地方税 21） 

② 上記以外の

税目 

― 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】  【単独・主管・共管】

4 内容 《現行制度の概要》 

― 

《要望の内容》 

我が国の産業競争力の強化及び経済安全保障の観点から、次世代

半導体を製造するための基盤整備を行う次世代半導体製造事業者に

対して、所要の措置を講じることを要望するもの。 

《関係条項》 

― 

5 担当部局 経済産業省商務情報政策局情報産業課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和７年２月 

分析対象期間：―  

7 創設年度及び改正経緯 ― 

8 適用又は延長期間 約２年間 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

次世代半導体は、生成 AI や自動運転など、日本産業全体の競争力

の強化や経済安全保障の観点からも重要な鍵となるキーテクノロジ

ー。このため、次世代半導体の製造基盤を隠し、我が国における次世

代半導体の量産等を実現する。 

《政策目的の根拠》 

・経済財政運営と改革の基本方針 2024 ～賃上げと投資がけん引す

る成長型経済の実現～（令和６年６月 21 日閣議決定）

・「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６

年 11 月 22 日閣議決定）

・半導体・デジタル産業戦略の現状と今後（令和６年 12 月 23 日 経済

産業省商務情報政策局）

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

４．情報処理の促進並びにサービス・製造産業の発展  



 

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

日本の産業競争力を支える生成 AI や自動走行技術に不可欠な次世

代半導体を自国で確保するため、2027 年までに 2 ナノ世代半導体の

量産基盤を国内に構築し、量産を開始する。  

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

次世代半導体の製造基盤整備に伴う税負担を軽減することは、事業

者の経営安定化を図り、産業競争力の強化や地域経済の活性化に貢

献する。また、税制措置の適用にあたっては、地方公共団体等との連

携を要件として課すこととしている。 

10 有効性

等 

① 適用数 1 件 

② 適用額 ― 

③ 減収額 ― 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

AI・半導体分野において、複数年度にわたり、大規模かつ計画的に重

点的投資支援を行うため、2030 年度までの７年間に 10 兆円以上の公

的支援を行う、AI・半導体産業基盤強化フレームを策定した。 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

本措置を講じることにより、国内で次世代半導体を製造するための量

産等の投資を行う事業者の財務基盤を強化する。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

・半導体量産に係る大規模投資は、研究開発拠点の集積や関連企業

の進出、雇用創出など、地方経済に広範な波及効果をもたらす。

・税制措置の適用にあたっては、地域経済の活性化への寄与に加え、

地方公共団体との連携を要件として課すこととしている。

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

次世代半導体の量産等に向けては、大規模な投資が必要となる一

方、事業の本格化・十分な収益確保までに時間を要し、特に量産開始

前後は資金不足が生じやすい。このため、キャッシュアウトを抑える観

点から、官民出資を最大限活用できるよう税制措置を講じることは妥

当である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

次世代半導体を製造するための基盤整備を行う次世代半導体事業者

に対して、国税についても所要の措置を講じる。 



③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

半導体量産に係る大規模投資は、研究開発拠点の集積や関連企業

の進出、雇用創出など、地方経済に広範な波及効果をもたらすもの。

また、当該税制措置にあたっては、地域経済の活性化への寄与に加

え、地方公共団体等との連携を要件としている。 

12 有識者の見解 ― 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

― 




